
少 安 第 1 1 5 号

令 和 ３ 年 ６ 月 1 6 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

少年法等の一部を改正する法律の公布について

少年法等の一部を改正する法律（令和３年法律第47号。以下「改正法」という。）

については、本年５月28日、別添１のとおり公布された。本改正の趣旨及び要点は下

記のとおりであるから、事務処理上遺漏のないようにされたい。

なお、この通達において「新法」とは、改正法による改正後の少年法（昭和23年法

律第168号。以下「法」という。）をいう。

記

１ 改正の趣旨

成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化を踏まえ、18歳及び19歳の者（以下「特定

少年」という。）について、少年法の適用において特例規定を整備する等の措置を

講ずるもの。

２ 改正の要点

(1) 保護事件の特例

ア 特定少年の被疑事件の送致（付）先（新法第67条第１項関係）

司法警察員は罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料する少年の

被疑事件について家庭裁判所に送致することとしている法第41条の規定は、特

定少年の被疑事件については、適用しないこととされた。

これにより、特定少年の被疑事件については、法第40条の規定により一般の

例によることとされ、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）の規定に基づき、

これを全て検察官に送致（付）することとなる。

イ ぐ犯に係る保護事件（新法第65条第１項関係）

法第３条第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、特定少年について

は、適用しないこととされ、特定少年の保護事件について、ぐ犯をその対象か

ら除外することとされた。

ウ 原則逆送対象事件（新法第62条第２項関係）

特定少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなけ

ればならない事件（原則逆送対象事件）に、死刑又は無期若しくは短期１年以

上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時特定少年に係るもの

を加えることとされた。

(2) 刑事事件の特例（新法第67条関係）

特定少年について、検察官送致（法第20条第１項及び新法第62条第１項の規定



による検察官への送致をいう。以下同じ。）の決定がされた後の刑事事件の特例

に関する規定は、原則として適用しないこととされた。

これにより、留置施設等における取扱いの分離に係る規定（法第49条第１項及

び第３項）は、特定少年の被疑事件の被疑者について、検察官送致の決定がされ

た後においては、適用しないこととされた（新法第67条第２項）。

(3) 記事等の掲載の禁止の特例（新法第68条関係）

特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場

合を除き、記事等の掲載の禁止に係る法の規定（第61条）を適用しないこととさ

れた。

３ 施行期日（改正法附則第１条関係）

令和４年４月１日

４ 経過措置

(1) 司法警察員の送致に関する経過措置（改正法附則第３条関係）

新法第67条第１項（法第41条に係る部分に限る。）の規定は、改正法の施行後

にした行為に係る事件の司法警察員から家庭裁判所への送致について適用するこ

ととされた。

(2) 記事等の掲載の禁止に関する経過措置（改正法附則第７条関係）

新法第68条の規定は、改正法の施行後に公訴を提起された場合について適用す

ることとされた。

５ 検討条項（改正法附則第８条関係）

政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、改正法による改正後の

規定及び民法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号）による改正後の規定の

施行の状況、社会情勢、国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した特定少年に係る

事件の手続及び処分、その者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

された。

６ 附帯決議

改正法の国会審議に際し、衆議院及び参議院の法務委員会において、それぞれ附

帯決議がなされていることから、その趣旨を踏まえた対応に努められたい。

７ 参考資料

（別添１）官報

（別添２）新旧対照条文

（別添３）衆議院法務委員会における附帯決議

（別添４）参議院法務委員会における附帯決議

担当：少年女性安全課少年対策係

少年事件係



法

律

令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

第
二
十
六
条
の
二
中
「
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
」
を
「
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
中
「
保
護
処
分
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
処
分
」
に
、「
保
護
事
件
」
を
「
同

項
の
保
護
処
分
に
係
る
事
件
の
手
続
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
少
年
又
は
保
護
者
が
選
任

し
た
」
を
「
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
三
項
中
「
成
人
」
を
「
二
十
歳
以
上
の
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
満
二
十
歳
に
達
し
た
後
で
も
、
満
二
十
六
歳
」
を
「
二
十
六
歳
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止

第
六
十
一
条
の
見
出
し
を
削
る
。

第
六
十
二
条
を
附
則
第
一
条
と
す
る
。

第
六
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
で
「
新
法
」
と
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
少
年

法
を
い
い
、」
を
「
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
同

条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
経
過
規
定
）
」
を
付
す
る
。

第
六
十
四
条
を
削
り
、
第
六
十
五
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
第
六
十
六
条
を
附
則
第
四
条
と
し
、
第
六
十
七
条
を

附
則
第
五
条
と
し
、
第
六
十
八
条
を
削
る
。

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
五
章

特
定
少
年
の
特
例

第
一
節

保
護
事
件
の
特
例

（
検
察
官
へ
の
送
致
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
六
十
二
条

家
庭
裁
判
所
は
、
特
定
少
年
（
十
八
歳
以
上
の
少
年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
事
件
に
つ
い
て

は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
の
結
果
、
そ
の
罪
質
及
び
情
状
に
照
ら
し
て
刑
事
処
分
を
相
当
と

認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
管
轄
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
送
致
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭
裁
判
所
は
、
特
定
少
年
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
項
の

決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
査
の
結
果
、
犯
行
の
動
機
、
態
様
及
び
結
果
、
犯
行
後
の
情
況
、

特
定
少
年
の
性
格
、
年
齢
、
行
状
及
び
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
刑
事
処
分
以
外
の
措
置
を
相
当
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
の
事
件
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪
を
犯
す
と
き
十
六
歳
以
上

の
少
年
に
係
る
も
の

二

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
短
期
一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
の
事
件
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪

を
犯
す
と
き
特
定
少
年
に
係
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
六
十
三
条

家
庭
裁
判
所
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
（
次
項
に

規
定
す
る
場
合
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪
を
犯
す
と
き
特
定
少
年
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
送
致
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、

選
挙
の
公
正
の
確
保
等
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

家
庭
裁
判
所
は
、
公
職
選
挙
法
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
又
は
同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
者
が
犯
し
た
同
項
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
組
織
的
選
挙
運
動
管
理
者
等
が
犯

し
た
同
項
に
規
定
す
る
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
犯
し
た
同
項
に
規

定
す
る
罪
の
事
件
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪
を
犯
す
と
き
特
定
少
年
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
罪
質
が
選
挙
の
公

正
の
確
保
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
決
定

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
保
護
処
分
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
六
十
四
条

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭
裁
判
所
は
、
第
二
十
三
条
の
場
合
を
除
い
て
、

審
判
を
開
始
し
た
事
件
に
つ
き
、
少
年
が
特
定
少
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
犯
情
の
軽
重
を
考
慮
し
て
相
当
な
限
度

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
決
定
を
も
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
護
処
分
の
い
ず
れ
か
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
罰
金
以
下
の
刑
に
当
た
る
罪
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
の
保
護
処
分
に
限
り
、
こ
れ

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

六
月
の
保
護
観
察
所
の
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。

二

二
年
の
保
護
観
察
所
の
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。

三

少
年
院
に
送
致
す
る
こ
と
。

少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

法
律
第
四
十
七
号

少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
少
年
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
章

雑
則
（
第
六
十
一
条
）
」
を

「
第
四
章

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
（
第
六
十
一
条
）

第
五
章

特
定
少
年
の
特
例

第
一
節

保
護
事
件
の
特
例
（
第
六
十
二
条
慺
第
六
十
六
条
）

第
二
節

刑
事
事
件
の
特
例
（
第
六
十
七
条
）

第
三
節

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
の
特
例
（
第
六
十
八
条
）

」

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
定
義
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
法
律
で
」
を「
法
律
に
お
い
て
」
に
改
め
、「
い
い
、「
成

人
」
と
は
、
満
二
十
歳
以
上
の
者
を
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
法
律
で
」
を
「
法
律
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
及
び
保
護
者
」
を
「
並
び
に
そ
の
保
護
者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親

族
及
び
兄
弟
姉
妹
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
呼
出
し
及
び
同
行
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
発
す
る
」
を
「
発
し
て
、
そ
の
呼
出

し
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
正
当
の
」
を
「
少
年
又
は
保
護
者
が
、
正
当
な
」
に
、「
前
項
の
呼
出
に
応

じ
な
い
者
」
を
「
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
呼
出
し
に
応
じ
な
い
と
き
、
又
は
応
じ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
少
年
又
は
保
護
者
」
に
、「
発
す
る
」
を
「
発
し
て
、
そ
の
同
行
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
発
す
る
」
を
「
発
し
て
、
そ
の
同
行
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一

項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を「
並

び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
、「
発
す
る
」
を
「
発
し
て
、
そ
の
呼
出
し
を
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
正
当
の
」
を
「
少
年
が
、
正
当
な
」
に
、「
前
項
の
呼
出
に
応
じ
な
い
者
」
を
「
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
呼
出
し
に
応
じ
な
い
と
き
、
又
は
応
じ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
少
年
」
に
、「
発
す
る
」
を
「
発
し

て
、
そ
の
同
行
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
発
す
る
」
を
「
発
し
て
、
そ
の
同
行
を
す
る
」
に
改
め
る
。

 



４

特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
条

第
二
十
条
第
一
項

第
六
十
二
条
第
一
項

第
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し

書
、
第
三
十
二
条
た
だ
し
書
及
び

第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

（
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

選
任
者
で
あ
る
保
護
者

第
六
十
二
条
第
一
項
の
特
定
少
年

第
二
十
三
条
第
一
項

又
は
第
二
十
条

、
第
六
十
二
条
又
は
第
六
十
三
条

第
二
項

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

前
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
一
項

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十

七
条
の
二
第
六
項

第
二
十
四
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
一
項

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
号

及
び
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号

第
二
十
六
条
の
三

第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号

第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号

第
二
十
八
条

第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
五
条

第
二
十
五
条
又
は
第
六
十
四
条

７

特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
十
五
条

第
二
十
条
第
一
項

第
六
十
二
条
第
一
項

第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第

四
十
六
条
第
一
項

第
二
十
四
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
一
項
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２

前
項
第
二
号
の
保
護
観
察
に
お
い
て
は
、
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
同
項
の
決
定
に
よ
り
少

年
院
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
家
庭
裁
判
所
は
、
同
号
の
保
護
処
分
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
決
定

と
同
時
に
、
一
年
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
犯
情
の
軽
重
を
考
慮
し
て
同
項
の
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
す
る

こ
と
が
で
き
る
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

家
庭
裁
判
所
は
、
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
と
同
時
に
、
三
年
以
下
の
範
囲
内

に
お
い
て
犯
情
の
軽
重
を
考
慮
し
て
少
年
院
に
収
容
す
る
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

勾
留
さ
れ
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ
た
特
定
少
年
に
つ
い
て
は
、
未
決
勾
留
の
日
数
は
、

そ
の
全
部
又
は
一
部
を
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
期
間
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
の
保
護
処
分
に
お
い
て
は
、
保
護
観
察
所
の
長
を
し
て
、
家
庭
そ
の
他
の
環
境
調
整
に
関
す
る
措
置
を

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
）

第
六
十
五
条

第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
特
定
少
年
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

２

第
十
二
条
、
第
二
十
六
条
第
四
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
保
護
事
件（
第

二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
に
係
る
事
件
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
二
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
少
年
院
に
収
容
中
の
者
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号

の
保
護
処
分
を
取
り
消
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
保
護
観
察
中
の
者
に
対
す
る
収
容
決
定
）

第
六
十
六
条

更
生
保
護
法
第
六
十
八
条
の
二
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
裁
判
所
は
、
審
判
の
結
果
、

第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
保
護
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
遵
守
す
べ
き
事
項
を
遵
守
し
な
か
つ
た
と
認
め
ら

れ
る
事
由
が
あ
り
、
そ
の
程
度
が
重
く
、
か
つ
、
少
年
院
に
お
い
て
処
遇
を
行
わ
な
け
れ
ば
本
人
の
改
善
及
び
更

生
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
少
年
院
に
収
容
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
決
定
に
よ
り
既
に
少
年
院
に
収
容
し
た
期
間
が
通
算
し
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
期
間
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
の
決
定
に
係
る
事
件
の
手
続
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
こ
の
法

律
（
こ
の
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
保
護
事
件
の
手
続
の
例
に
よ
る
。

３

第
一
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
十
七
条
第

一
項
第
二
号
の
措
置
に
お
け
る
収
容
及
び
更
生
保
護
法
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
の
日
数

は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
、
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
節

刑
事
事
件
の
特
例

第
六
十
七
条

第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
被
疑
事
件
（
同
項
の
規
定
に
つ
い

て
は
、
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

２

第
四
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
被
疑
事
件
（
第
二
十

条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
被
疑
者
及
び
特
定
少
年
で
あ
る
被
告
人

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定
少
年
に
対
す
る
被
告
事
件
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
並
び
に
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定
少
年
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

５

第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
と
き
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

６

第
六
十
条
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
節

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
の
特
例

第
六
十
八
条

第
六
十
一
条
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る

同
条
の
記
事
又
は
写
真
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
罪
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第

四
百
六
十
一
条
の
請
求
が
さ
れ
た
場
合
（
同
法
第
四
百
六
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
百
六
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
規
定
に
従
い
審
判
を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。
）は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
更
生
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
四
十
七
条
」
を
「
慺
第
四
十
七
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
四
号
中
「
申
請
を
す
る
」
を
「
申
請
を
し
、
又
は
仮
退
院
を
許
す
処
分
を
取
り
消
す
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
四
十
七
条
の
三
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
中
「
者
」
の
下
に
「
（
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
を

除
く
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
の
見
出
し
中
「
少
年
院
」
を
「
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三

号
の
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
少
年
院
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
退
院
」
を
「
退
院
さ
せ
て
そ
の
保
護
処
分
を

終
了
さ
せ
る
の
」
に
改
め
る
。
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第
二
章
第
四
節
中
第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
退
院
を
許
す
処
分
）

第
四
十
七
条
の
二

地
方
委
員
会
は
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年

に
つ
い
て
、
少
年
院
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇
の
段
階
が
最
高
段
階
に
達
し
、
退
院
さ
せ
て
再
び
保
護
観
察

を
実
施
す
る
こ
と
が
改
善
更
生
の
た
め
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
退
院
さ
せ
て
再
び
保
護
観
察
を

実
施
す
る
こ
と
が
改
善
更
生
の
た
め
に
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の
退
院
を
許

す
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
四
十
七
条
の
三

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八
条
並
び
に
第
三

十
九
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
少
年
院
か
ら
の
退
院
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
少
年
院
法
第
百
三
十
六
条
の
二
」
と
、

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
刑
」
と
あ
る
の
は
「
保
護
処
分
」
と
、「
犯
罪
」
と
あ
る
の
は
「
犯
罪
若
し
く
は
刑
罰
法

令
に
触
れ
る
行
為
」
と
、
第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
と
が
で
き
る
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
第
一
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、「
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
に
お

い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「（
第

四
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
（
第
七
十
八

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
転
居
」
の
下
に「
（
第
四
十
七
条

の
二
の
決
定
又
は
少
年
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
（
以
下
「
収
容
可
能
期
間
」
と
い

う
。）
の
満
了
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
前
号
の
規
定
に
よ
り
居
住
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
住
居
に
転
居
す
る
場

合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八

条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
、「
第
二
十
六
条

の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
一
条
の
決
定
」
を
「
第
四
十
一
条
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二

の
決
定
若
し
く
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
は
、
法
務
省
令
」
を
「
、
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
若
し
く
は
収
容
可
能
期

間
の
満
了
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
法
務
省
令
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
八
項
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一

項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
申
請
」
の
下
に
「
、
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
決

定
」
を
加
え
、「
規
定
に
よ
る
決
定
」
を
「
決
定
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
中
「
保
護
観
察
処
分
少
年
に
」
を
「
保
護
観
察
処
分
少
年
（
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の

保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
六
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）に
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し

書
中
「
第
六
十
八
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
係
る
特
別
遵
守
事
項
の
設
定
等
）

第
六
十
八
条
の
五

地
方
委
員
会
は
、
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
特

定
保
護
観
察
処
分
少
年
（
以
下
「
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
第
四
十
七
条
の

二
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
又
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
の
時
ま
で
に
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

決
定
を
も
っ
て
、
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
委
員
会
は
、
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
遵
守
事
項
に
つ
き
、

必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
る
釈
放
ま
で
の
間
又
は
収
容
可
能
期
間

の
満
了
ま
で
の
間
に
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
、こ
れ
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

３

収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の

者
に
対
す
る
保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
保
護
観
察
所
の
長
（
第
四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

十
九
条
第
三
項
の
規
定
又
は
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年

の
住
居
が
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
）
は
、
そ
の
保
護
観
察
の
実
施
状
況

そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
別
遵
守
事
項
の
設
定
、
変
更
又
は
取
消
し
に
関
し
、

地
方
委
員
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
二
十
歳
」
を
「
十
八
歳
」
に
改
め
、「
こ
れ
を
」
の
下
に
「
十
八
歳
に
満
た
な
い
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
十
八
歳
に
満
た
な
い
」
を
、「
を
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
お
い
て
、
当

該
保
護
観
察
処
分
少
年
が
二
十
歳
以
上
で
あ
る
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
の
申
請
）

第
六
十
八
条
の
二

保
護
観
察
所
の
長
は
、
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
（
保
護
観
察
処
分
少
年
の
う
ち
、
少
年
法
第

六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
遵
守
事
項
を
遵
守
せ

ず
、
そ
の
程
度
が
重
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
そ
の
収
容
可
能
期
間
が
満
了
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
留
置
）

第
六
十
八
条
の
三

保
護
観
察
所
の
長
は
、
第
六
十
三
条
第
二
項
の
引
致
状
に
よ
り
引
致
し
た
特
定
保
護
観
察
処
分

少
年
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
か
否
か
に
関
す
る
審
理
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
を
刑
事
施
設
又
は
少
年
鑑
別
所
に
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
の
期
間
は
、
引
致
す
べ
き
場
所
に
引
致
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
と
す
る
。

た
だ
し
、
そ
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
他
留
置

の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
を
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
護
観
察
所
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
さ
れ
て
い
る
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
前
条

の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
請
に
係
る
家
庭
裁
判
所
か
ら
の
決

定
の
通
知
が
あ
る
ま
で
の
間
又
は
少
年
法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
観
護
の
措
置
が
と
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
留
置
の
期
間
は
、
通
じ
て
二
十
日
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
保
護
観
察
の
停
止
）

第
六
十
八
条
の
四

特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
る
釈
放
ま
で
の
間
又
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
ま
で
の
間
、
当
該
特
定
保
護
観
察

処
分
少
年
の
保
護
観
察
は
、
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
停
止
さ
れ
て
い
る
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
、

第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
六

十
条
か
ら
第
六
十
五
条
の
四
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
保
護
観
察
の
期
間
は
、
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
っ
て
そ
の
進
行

を
停
止
し
、
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
時
又
は
収
容
可
能
期
間
が
満
了
し
た
時
か
ら
そ
の
進

行
を
始
め
る
。
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（
収
容
時
又
は
収
容
中
に
お
け
る
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
係
る
少
年
院
の
長
と
の
連
携
）

第
六
十
八
条
の
六

特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
が
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ

た
と
き
は
、
当
該
決
定
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
者
に
対
す
る
保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
保
護
観
察
所
の
長

は
、
そ
の
保
護
観
察
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
少
年
院
に
お
け
る
矯
正
教
育
に
関
し
、
少
年
院
の

長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
条
第
三
項
の
保
護
観
察
所
の
長
は
、
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
少
年
院
に
お
け
る
矯

正
教
育
の
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
る
釈

放
後
又
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
後
の
保
護
観
察
の
実
施
に
関
し
、
少
年
院
の
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
住
居
の
特
定
）

第
六
十
八
条
の
七

地
方
委
員
会
は
、
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
収
容
可
能
期
間
の
満
了
の

時
ま
で
に
、
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
の
調
整
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の
者
が
居
住
す
べ
き
住
居
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
委
員
会
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
収
容
可
能
期
間

の
満
了
ま
で
の
間
に
、
当
該
決
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
住
居
に
居
住
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事

情
が
生
じ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
、
住
居
の
特
定
を
取
り

消
す
も
の
と
す
る
。

３

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
二
項
の
決
定
に
関
す
る
審
理
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二

項
の
規
定
は
当
該
審
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
七
十
条
第
二
項
中
「
、
第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条
」
を
「
及
び
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
八
条
の
二
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
」
を
「（
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
又
は
少
年
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
期
間
（
以
下
「
収
容
可
能
期
間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
前
号
の
規
定
に
よ

り
居
住
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
住
居
に
転
居
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
同
条
第
二

項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
中
「
、
少
年
院
仮
退
院
者
」
の
下
に「
（
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
第
五
項
中
「
限
り
、
」
の
下
に
「
十
八
歳
に
満
た
な
い
」
を
加
え
る
。

第
七
十
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
さ
れ
て
い
る
少
年
院
仮
退
院

者
及
び
そ
の
留
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

十
一
条
」
と
、「
少
年
法
第
六
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
七
十
三
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加

え
る
。

（
少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者
の
仮
退
院
の
取
消
し
）

第
七
十
三
条
の
二

地
方
委
員
会
は
、
保
護
観
察
所
の
長
の
申
出
に
よ
り
、
少
年
院
仮
退
院
者
（
少
年
法
第
六
十
四

条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

遵
守
事
項
を
遵
守
せ
ず
、
少
年
院
に
収
容
す
る
の
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
仮
退
院
を
許
す
処
分
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
仮
退
院
を
許
す
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
仮
退
院
中
の
日
数
は
、
少
年
法
第
六
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者
の
留
置
）

第
七
十
三
条
の
四

地
方
委
員
会
は
、
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
引
致
状
に
よ
り
引
致
さ
れ
た
少
年
院
仮

退
院
者
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
申
出
が
あ
り
同
項
の
決
定
を
す
る
か
否
か
に
関
す
る
審
理
を
開

始
す
る
と
き
は
、
当
該
少
年
院
仮
退
院
者
を
刑
事
施
設
又
は
少
年
鑑
別
所
に
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
並
び
に
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
決
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
の
た
め
の
合
議
体
又
は
委
員
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
三
項
の
合
議
体
の
議
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
中
「
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
あ
る
の
は
、「
及

び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
六
条
第
三
項
中
「
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項

並
び
に
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

４

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
の
た
め
の
合
議
体
又
は
委
員
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第

二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
三
項
の
合
議
体
の
議
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
中
「
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
あ
る
の
は
、「
及

び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
決
定
の
執
行
）

第
七
十
三
条
の
三

地
方
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
保
護
観
察
官
を
し
て
、
そ
の
決
定
を

執
行
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
刑
事
施
設
の
長
、
少
年
鑑
別
所
の
長
又

は
保
護
観
察
所
の
長
に
そ
の
執
行
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
委
員
会
は
、
前
項
の
執
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
た
者
に

対
し
、
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

地
方
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
出
頭
の
命
令
に
応
ぜ
ず
、
又
は
応
じ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
あ
ら
か
じ
め
発
す
る
引
致
状

に
よ
り
、
当
該
者
を
引
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
六
十
三
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
引
致
状
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
前
条
第
一
項
の

決
定
を
受
け
た
者
の
引
致
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
引

致
状
は
保
護
観
察
所
の
長
の
請
求
に
よ
り
、
前
項
の
引
致
状
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
三
条
の
三
第
三
項
の
引

致
状
は
、」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
地
方
更
生
保
護
委
員
会
が
引
致
し
た
場
合
に
お
い
て
は
委
員
又
は
保
護
観
察
官
、

保
護
観
察
所
の
長
が
引
致
し
た
場
合
に
お
い
て
は
保
護
観
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
委
員
又
は
保
護
観
察
官
」
と
、

同
条
第
八
項
た
だ
し
書
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第

七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
留
置
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
三
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
が
開
始
さ
れ
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

地
方
委
員
会
が
行
う
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
に
係
る
判
断
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
引
致
に
係
る
判
断
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
八
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
釈
放
に
係

る
判
断
は
、
三
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
行
う
。
た
だ
し
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八

項
本
文
の
規
定
に
よ
る
釈
放
に
係
る
地
方
委
員
会
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

地
方
委
員
会
が
指
名
す
る
一
人
の
委
員
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
措
置

の
た
め
の
合
議
体
又
は
委
員
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
合
議
体
の
議
事
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
中
「
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
及
び
保
護
観

察
所
の
長
」
と
あ
る
の
は
、「
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
七
十
八
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
の
住
居
の
特
定
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
容
可
能
期
間
の
満
了
」
と
あ
る
の
は
、「
刑
法
第
二
十
七
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
猶
予
の
期
間
の
開
始
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
八
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の

七
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
八
十
条
第
七
項
中
「
第
七
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
三
項
中
「
転
居
又
は
」
を
「
転
居
（
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
又
は
少
年
法
第
六
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
（
以
下
「
収
容
可
能
期
間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
前
号

の
規
定
に
よ
り
居
住
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
住
居
に
転
居
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
察
官
へ
の
送
致
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
少
年
法
（
以
下
「
新
少
年
法
」
と
い
う
。）
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
三
条

の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
係
る
事
件
の
家
庭
裁
判
所
か
ら
検
察
官
へ
の
送
致
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

（
司
法
警
察
員
の
送
致
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
少
年
法
第
六
十
七
条
第
一
項
（
少
年
法
第
四
十
一
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
後
に
し
た
行
為
に
係
る
事
件
の
司
法
警
察
員
か
ら
家
庭
裁
判
所
へ
の
送
致
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
不
定
期
刑
、
仮
釈
放
及
び
仮
釈
放
期
間
の
終
了
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
少
年
法
第
六
十
七
条
第
四
項
（
少
年
法
第
五
十
二
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
（
一
個
の
行
為
が
二
個
以
上
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
罪
名
に
触
れ
る
行
為
、
犯
罪
の
手
段
若
し
く
は
結
果
で
あ
る
行
為
が
他
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
罪
名
に
触
れ
る
行
為
又
は
併
合
罪
と
し
て
処
断
す
べ
き
罪
に
当
た
る
行
為
に
こ
の
法
律
の
施
行
前

の
も
の
と
施
行
後
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
含
む
。
）
に
係
る
刑
の
適
用
、
仮
釈
放
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
期
間
及
び
仮
釈
放
期
間
の
終
了
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
一
個
の
行
為
が

二
個
以
上
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
罪
名
に
触
れ
る
行
為
、
犯
罪
の
手
段
若
し
く
は
結
果
で
あ
る

行
為
が
他
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
罪
名
に
触
れ
る
行
為
又
は
併
合
罪
と
し
て
処
断
す
べ
き
罪
に

当
た
る
行
為
に
こ
の
法
律
の
施
行
前
の
も
の
と
施
行
後
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
の
う
ち
こ

の
法
律
の
施
行
後
の
も
の
で
あ
る
も
の
に
係
る
罪
の
み
に
つ
い
て
新
少
年
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す

る
こ
と
と
し
た
場
合
に
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
刑
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
係
る
罪
の
全
て
に
つ
い
て
同
項
の
規
定

を
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
刑
よ
り
重
い
刑
と
な
る
と
き
は
、
刑
の
適
用
に
つ
い

て
は
そ
の
重
い
刑
を
も
っ
て
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
刑
と
し
、
仮
釈
放
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
期
間
及
び

仮
釈
放
期
間
の
終
了
に
つ
い
て
は
同
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
換
刑
処
分
の
禁
止
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
少
年
法
第
六
十
七
条
第
四
項
（
少
年
法
第
五
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
後
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
科
せ
ら
れ
る
罰
金
又
は
科
料
（
次
に
掲
げ
る
罰
金
又
は
科
料
を
除
く
。
）
に
係
る
労
役
場

留
置
の
言
渡
し
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

一

一
個
の
行
為
が
二
個
以
上
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
罪
名
に
触
れ
る
行
為
又
は
犯
罪
の
手
段

若
し
く
は
結
果
で
あ
る
行
為
が
他
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
罪
名
に
触
れ
る
行
為
に
こ
の
法
律

の
施
行
前
の
も
の
と
施
行
後
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
科
せ
ら
れ
る
罰
金
又
は

科
料

二

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
併
合
罪
と
し
て
処
断
さ
れ
た
罪

に
当
た
る
行
為
に
こ
の
法
律
の
施
行
前
の
も
の
と
施
行
後
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ

い
て
科
せ
ら
れ
る
罰
金

（
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

十
八
歳
以
上
の
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
て
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
当
該
刑
の
執
行
を

受
け
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
を
受
け
た
者
又
は
十
八
歳
以
上
の
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
刑
に
処
せ

ら
れ
た
者
で
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
当
該
刑
の
執
行
猶
予
中
の
も
の
に
対
す
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
新
少
年
法
第
六
十
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
少
年
院
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
六

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）及
び
第
三
号
」
を
、「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に

「
及
び
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
受
け
る
者
」
の
下
に「
（
第
五
号
に
定
め
る
者
を
除
く
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
五
種

少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
保
護
処
分
の
執
行
を
受
け
、
か
つ
、
同
法
第
六
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者

第
三
十
四
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条

第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
認
め
る
者
」
の
下
に
「
（
在
院
者
が
第
五
種
少
年
院
在
院
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
相
当
と
認
め
る
者
及
び
保
護
観
察
所
の
長
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

４

少
年
院
の
長
は
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
第
五
種
の
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
第

五
種
少
年
院
在
院
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
を
策
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
観
察
所
の
長
の
意
見
を
踏
ま
え
、
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
認
め
る
者
」
の
下
に
「
（
在
院
者
が
第
五
種
少
年
院
在
院
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

相
当
と
認
め
る
者
及
び
保
護
観
察
所
の
長
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に

改
め
、「
認
め
る
者
」
の
下
に「
（
在
院
者
が
第
五
種
少
年
院
在
院
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相
当
と
認
め
る
者
及

び
保
護
観
察
所
の
長
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
保
護
者
」
の
下
に
「
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、

直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
五
条
中
「
長
は
、
」
の
下
に
「
第
五
種
少
年
院
在
院
者
以
外
の
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
第
五
種
少
年
院
在
院
者
以
外
の
保
護
処
分
在
院
者
の
退
院
の
申
出
等
）
」
に
改
め
、

同
条
中
「
長
は
、
」
の
下
に
「
第
五
種
少
年
院
在
院
者
以
外
の
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
第
五
種
少
年
院
在
院
者
の
退
院
の
申
出
）

第
百
三
十
六
条
の
二

少
年
院
の
長
は
、
第
五
種
少
年
院
在
院
者
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇
の
段
階

が
最
高
段
階
に
達
し
、
退
院
を
許
す
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
対
し
、
退

院
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
長
は
、
」の
下
に
「
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
（
更
生
保
護
法

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。）
の
執
行
を
受
け
る
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
」
を
加
え

る
。

第
百
三
十
八
条
第
五
項
中
「
限
り
、
」
の
下
に
「
十
八
歳
に
満
た
な
い
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
条
第
二
号
中
「
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
」
を
、「
収
容
す
る
期
間
」
の
下
に
「
若
し
く
は
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
」
を
加
え
る
。
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（
記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

新
少
年
法
第
六
十
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
検
討
）

第
八
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
及
び

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
並
び
に

こ
れ
ら
の
規
定
の
施
行
後
の
社
会
情
勢
及
び
国
民
の
意
識
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
罪
を
犯
し
た
十
八
歳
以
上
二
十
歳

未
満
の
者
に
係
る
事
件
の
手
続
及
び
処
分
並
び
に
そ
の
者
に
対
す
る
処
遇
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
」
を
削
り
、「
若
し
く
は
」

の
下
に
「
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
三
号
の
処
分
を
受
け
て
出
院
す
る
と
き
（
仮
退
院
又
は
退
院
（
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
を
除

く
。）
、
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
一

項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
」
を
加
え
、「
の
許
可
決
定
」
を
「
若
し
く
は
退
院
を
許
す
旨
の
決
定
」
に
改
め
、
同
条

第
五
項
中
「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
る
。

（
売
春
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、「
）
又
は
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
に

お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、「
第
三
十
九
条
第
三
項
又
は
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を

「
第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
第
六
十
八

条
の
七
第
一
項
（
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、「
第
七
十
二
条
第
一
項
」

の
下
に
「
及
び
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
、「
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
」

を
加
え
、「
又
は
第
四
十
一
条
の
決
定
」
を
「
又
は
第
四
十
一
条
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
若
し
く
は
収
容

可
能
期
間
の
満
了
」
に
、「
定
め
ら
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
定
め
ら
れ
た
と
き
、
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の

二
の
決
定
若
し
く
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
」
と
あ

る
の
は
」
に
、「
「
第
七
十
三
条
第
一
項
」
を
「
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
の

四
第
一
項
」
に
改
め
、「
申
請
」
の
下
に
「
、
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
決
定
」
を
加
え
、「
規
定
に
よ
る
決
定
」
を

「
決
定
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
取
消
し
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
同
法
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
こ
の
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
」
を
加
え
、「
（
第
三
項
」
を
「
（
第
四
項
」

に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
少
年
の
保
護
事
件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

少
年
の
保
護
事
件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
章
」
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
章
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
若
し
く
は

第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
若
し
く
は

第
三
号
」
を
、「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
二
十
歳
」
を
「
十
八
歳
」
に
、「
あ
る
の
は
」
を
「
あ
る
の
は
、
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
及
び
第
六
十
一
条
」
を
「
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
七
条
第
四
項
（
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
十
八
条
本
文
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
二
十
歳
」
を
「
十
八
歳
」
に
改
め
る
。

（
国
際
受
刑
者
移
送
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、

そ
れ
ら
の
全
て
）
を
犯
し
た
者
に
係
る
同
条
第
二
号
の
共
助
刑
の
期
間
、
仮
釈
放
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
期

間
及
び
仮
釈
放
期
間
の
終
了
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
新
少
年

法
第
六
十
八
条
本
文
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪

を
犯
し
た
者
に
係
る
少
年
法
第
六
十
一
条
の
記
事
又
は
写
真
の
掲
載
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
同

号
の
受
入
移
送
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
係
る
同
条
の
記
事
又
は
写
真
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
八
十
六
条
中
「
及
び
第
七
十
三
条
第
五
項
」
を
「
、
第
七
十
三
条
第
五
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
三
項
及

び
第
七
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
上
で
の
協
力
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政

府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
上
で
の
協
力
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
成
人
（
満
二
十
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）」
を
「
二
十
歳
以
上

の
者
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
成
人
」
を
「
二
十
歳
以
上
の
者
」
に
改
め
る
。

（
少
年
鑑
別
所
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
保
護
処
分
（
」
の
下
に
「
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
又
は
」
を
「
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
係
る
同
項
の
決
定
、
同

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
地
方
更
生
保
護
委
員
会
か
ら
同
法

第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
決
定
の
執
行
の
嘱
託
を
受
け
た
と
き
」
を
加
え
る
。

第
七
十
四
条
第
三
項
及
び
第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
保
護
者
」
の
下
に
「
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、

直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
四
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
第
一

項
若
し
く
は
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
十
一
条
中
「
少
年
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）」
を
加
え
、
同
条
を
附
則
第
五
条

と
す
る
。

（
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
事
件
の
家
庭
裁
判
所
か
ら
検
察
官
へ
の
送
致
に
つ
い
て
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
公
職
選
挙
法
等
一
部

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
人
の
資
格
に
関
す
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
公
職
選
挙
法
等
一
部

改
正
法
附
則
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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第
六
条
第
一
項
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第

五
号
中
「
前
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は

第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

四

建
築
を
し
よ
う
と
す
る
住
宅
が
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
六
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中「
（
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ハ
挎
に
規
定
す
る
団
体
若
し
く
は
法
人
又
は
同
号
ハ
挏
に
規
定
す
る
他
の
者

（
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
管
理
組
合
等
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
て
、
当
該
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
そ
の

名
称
又
は
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）」
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
分
譲
事
業
者
」
を
「
一
戸
建
て
住
宅
等
分
譲
事
業
者
」
に
改
め
、「
。
以
下
「
計
画
の
認
定
」

と
い
う
」
を
削
り
、「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
を
「
第
五
条
第
六
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
、「
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
」
と
す
る
。

第
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
基
づ
き
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
区
分
所
有
住
宅
分
譲

事
業
者
は
、
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ
く
建
築
に
係
る
区
分
所
有
住
宅
の
管
理
者
等
が
選
任
さ
れ

た
と
き
は
、
当
該
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
第
五
条
第
六
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
事
項
そ
の

他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
管
理
者
等
と
共
同
し
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
速
や
か
に
、
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
、「
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
」
と
す
る
。

第
十
条
中
「
計
画
の
認
定
を
」
を
「
第
六
条
第
一
項
の
認
定
（
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
基

づ
く
も
の
を
除
き
、
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定

を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
を
」
に
改
め
、「（
以
下
「
認
定
計
画
実
施
者
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、「
計
画
の
認
定
に
」
を
「
当

該
認
定
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
認
定
計
画
実
施
者
」
を
「
当
該
認
定
を
受
け
た
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
認
定
計
画
実
施
者
」
を
「
当
該
認
定
を
受
け
た
者
」
に
、「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
六
項

第
四
号
イ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
認
定
計
画
実
施
者
」
を
「
第
六
条
第
一
項
の
認
定
（
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
（
第

九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。）
を
含
む
。
第
十
四
条
に
お
い
て

「
計
画
の
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
計
画
実
施
者
」
と
い
う
。）
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

（
法
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
（
同

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

総
務
大
臣

武
田

良
太

法
務
大
臣

上
川

陽
子

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

住
宅
の
質
の
向
上
及
び
円
滑
な
取
引
環
境
の
整
備
の
た
め
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
五
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

法
律
第
四
十
八
号

住
宅
の
質
の
向
上
及
び
円
滑
な
取
引
環
境
の
整
備
の
た
め
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
十
七
条
」
を
「
慺
第
十
八
条
」
に
、「
第
十
八
条
・
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
・
第
二
十
条
」
に
、

「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
の
建
築
を
」
を
「（
区
分
所
有
住
宅
（
二
以
上
の
区
分
所
有
者
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
者
を
い
う
。）
が
存
す
る
住
宅

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
築
を
」
に
、「
の
維
持
保
全
」

を
「
に
つ
い
て
長
期
優
良
住
宅
と
し
て
維
持
保
全
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
建
築
後
の
住
宅
を
譲
り
受
け
て
そ

の
維
持
保
全
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
譲
受
人
」
と
い
う
。
）
に
譲
渡
し
よ
う
」
を
「
そ
の
建
築
後
の
住
宅
を
他

の
者
に
譲
渡
し
て
そ
の
者
（
以
下
こ
の
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
譲
受
人
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
当
該
建
築
後
の
住
宅
に
つ
い
て
長
期
優
良
住
宅
と
し
て
維
持
保
全
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

譲
渡
を
し
よ
う
」
に
、「
以
下
「
分
譲
事
業
者
」
を
「
次
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
一

戸
建
て
住
宅
等
分
譲
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
分
譲
事
業
者
」
を
「
一
戸
建
て
住
宅
等
分
譲
事
業
者
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
四
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
削
り
、
同
項

第
五
号
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

４

住
宅
（
複
数
の
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
区
分
所
有
住
宅
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
建
築
を
し
て
そ
の
構
造

及
び
設
備
を
長
期
使
用
構
造
等
と
し
、
当
該
区
分
所
有
住
宅
の
管
理
者
等
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律

第
三
条
若
し
く
は
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
団
体
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
管
理
者
又
は
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
六

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
人
に
つ
い
て
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第

六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
理
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

当
該
建
築
後
の
区
分
所
有
住
宅
に
つ
い
て
長
期
優
良
住
宅
と
し
て
維
持
保
全
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
譲
渡
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て「
区
分
所
有
住
宅
分
譲
事
業
者
」

と
い
う
。）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
を
作
成
し
、
所
管
行
政

庁
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

区
分
所
有
住
宅
の
増
築
又
は
改
築
を
し
て
そ
の
構
造
及
び
設
備
を
長
期
使
用
構
造
等
と
し
、
そ
の
増
築
又
は
改

築
後
の
区
分
所
有
住
宅
に
つ
い
て
長
期
優
良
住
宅
と
し
て
維
持
保
全
を
行
お
う
と
す
る
当
該
区
分
所
有
住
宅
の
管

理
者
等
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
を
作
成
し
、
所
管
行
政
庁

の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
（
第
六
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
六
十
一
条
）

第
五
章

特
定
少
年
の
特
例

（
新
設
）

第
一
節

保
護
事
件
の
特
例
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
六
条

（
新
設
）

）

第
二
節

刑
事
事
件
の
特
例
（
第
六
十
七
条
）

（
新
設
）

第
三
節

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
の
特
例
（
第
六
十
八
条
）

（
新
設
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
少
年
、
成
人
、
保
護
者
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
少
年
」
と
は
、
二
十
歳
に
満
た

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
少
年
」
と
は
、
二
十
歳
に
満
た
な
い
者

な
い
者
を
い
う
。

を
い
い
、
「
成
人
」
と
は
、
満
二
十
歳
以
上
の
者
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
は
、
少
年
に
対
し
て
法

２

こ
の
法
律
で
「
保
護
者
」
と
は
、
少
年
に
対
し
て
法
律
上
監

律
上
監
護
教
育
の
義
務
あ
る
者
及
び
少
年
を
現
に
監
護
す
る
者

護
教
育
の
義
務
あ
る
者
及
び
少
年
を
現
に
監
護
す
る
者
を
い
う

を
い
う
。

。

（
判
事
補
の
職
権
）

（
判
事
補
の
職
権
）

第
四
条

第
二
十
条
第
一
項
の
決
定
以
外
の
裁
判
は
、
判
事
補
が

第
四
条

第
二
十
条
の
決
定
以
外
の
裁
判
は
、
判
事
補
が
一
人
で

一
人
で
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
付
添
人
）

（
付
添
人
）
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第
十
条

少
年
並
び
に
そ
の
保
護
者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、

第
十
条

少
年
及
び
保
護
者
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
て

配
偶
者
、
直
系
の
親
族
及
び
兄
弟
姉
妹
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許

、
付
添
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
弁
護
士
を

可
を
受
け
て
、
付
添
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

付
添
人
に
選
任
す
る
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
要
し
な
い

、
弁
護
士
を
付
添
人
に
選
任
す
る
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可

。

を
要
し
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
呼
出
し
及
び
同
行
）

（
呼
出
、
同
行
）

第
十
一
条

家
庭
裁
判
所
は
、
事
件
の
調
査
又
は
審
判
に
つ
い
て

第
十
一
条

家
庭
裁
判
所
は
、
事
件
の
調
査
又
は
審
判
に
つ
い
て

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
少
年
又
は
保
護
者
に
対
し
て

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
少
年
又
は
保
護
者
に
対
し
て

、
呼
出
状
を
発
し
て
、
そ
の
呼
出
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
呼
出
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
又
は
保
護
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な

２

家
庭
裁
判
所
は
、
正
当
の
理
由
が
な
く
前
項
の
呼
出
に
応
じ

く
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
呼
出
し
に
応
じ
な
い
と
き
、
又
は
応

な
い
者
に
対
し
て
、
同
行
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

じ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
少
年
又
は
保
護
者
に
対

し
て
、
同
行
状
を
発
し
て
、
そ
の
同
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

。（
緊
急
の
場
合
の
同
行
）

（
緊
急
の
場
合
の
同
行
）

第
十
二
条

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
が
保
護
の
た
め
緊
急
を
要
す

第
十
二
条

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
が
保
護
の
た
め
緊
急
を
要
す

る
状
態
に
あ
つ
て
、
そ
の
福
祉
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

る
状
態
に
あ
つ
て
、
そ
の
福
祉
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
少
年
に
対
し

は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
少
年
に
対
し

て
、
同
行
状
を
発
し
て
、
そ
の
同
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
、
同
行
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
決
定
の
執
行
）

（
決
定
の
執
行
）

第
二
十
六
条

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第

第
二
十
六
条

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第

十
七
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び

十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四

第
三
号
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
、
裁
判

条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
、
裁
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所
書
記
官
、
法
務
事
務
官
、
法
務
教
官
、
警
察
官
、
保
護
観
察

判
所
書
記
官
、
法
務
事
務
官
、
法
務
教
官
、
警
察
官
、
保
護
観

官
又
は
児
童
福
祉
司
を
し
て
、
そ
の
決
定
を
執
行
さ
せ
る
こ
と

察
官
又
は
児
童
福
祉
司
を
し
て
、
そ
の
決
定
を
執
行
さ
せ
る
こ

が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の

２

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の

四
第
一
項
並
び
に
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の

四
第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項

決
定
を
執
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
少
年
に
対
し
て

の
決
定
を
執
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
少
年
に
対
し

、
呼
出
状
を
発
し
て
、
そ
の
呼
出
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
、
呼
出
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
項
の

３

家
庭
裁
判
所
は
、
正
当
の
理
由
が
な
く
前
項
の
呼
出
に
応
じ

規
定
に
よ
る
呼
出
し
に
応
じ
な
い
と
き
、
又
は
応
じ
な
い
お
そ

な
い
者
に
対
し
て
、
同
行
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
少
年
に
対
し
て
、
同
行
状
を
発
し
て

、
そ
の
同
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
が
保
護
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
状
態

４

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
が
保
護
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
状
態

に
あ
つ
て
、
そ
の
福
祉
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前

に
あ
つ
て
、
そ
の
福
祉
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
少
年
に
対
し
て
、
同
行
状
を

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
少
年
に
対
し
て
、
同
行
状
を

発
し
て
、
そ
の
同
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
少
年
鑑
別
所
収
容
の
一
時
継
続
）

（
少
年
鑑
別
所
収
容
の
一
時
継
続
）

第
二
十
六
条
の
二

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号

第
二
十
六
条
の
二

家
庭
裁
判
所
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号

の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
、
第
十

の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
第
十
八
条
か
ら
第

九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
二
十

二
十
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項

四
条
第
一
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る

の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
決

と
き
は
、
決
定
を
も
つ
て
、
少
年
を
引
き
続
き
相
当
期
間
少
年

定
を
も
つ
て
、
少
年
を
引
き
続
き
相
当
期
間
少
年
鑑
別
所
に
収

鑑
別
所
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
は

容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
期
間
は
、
七
日
を
超
え

、
七
日
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
保
護
処
分
の
取
消
し
）

（
保
護
処
分
の
取
消
し
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）
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２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

６

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
処
分
の
取
消
し
の
事
件

定
に
よ
る
保
護
処
分
の
取
消
し
の
事
件
の
手
続
は
、
そ
の
性
質

の
手
続
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
同
項
の
保
護
処
分

に
反
し
な
い
限
り
、
保
護
事
件
の
例
に
よ
る
。

に
係
る
事
件
の
手
続
の
例
に
よ
る
。

（
検
察
官
へ
送
致
後
の
取
扱
い
）

（
検
察
官
へ
送
致
後
の
取
扱
い
）

第
四
十
五
条

家
庭
裁
判
所
が
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
四
十
五
条

家
庭
裁
判
所
が
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
つ
て
事

つ
て
事
件
を
検
察
官
に
送
致
し
た
と
き
は
、
次
の
例
に
よ
る
。

件
を
検
察
官
に
送
致
し
た
と
き
は
、
次
の
例
に
よ
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
弁
護
士
で
あ

六

少
年
又
は
保
護
者
が
選
任
し
た
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
は

る
付
添
人
は
、
こ
れ
を
弁
護
人
と
み
な
す
。

、
こ
れ
を
弁
護
人
と
み
な
す
。

七

（
略
）

七

（
略
）

（
取
扱
い
の
分
離
）

（
取
扱
い
の
分
離
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

刑
事
施
設
、
留
置
施
設
及
び
海
上
保
安
留
置
施
設
に
お
い
て

３

刑
事
施
設
、
留
置
施
設
及
び
海
上
保
安
留
置
施
設
に
お
い
て

は
、
少
年
（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す

は
、
少
年
（
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
四
号
の
受

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
四
号
の
受

刑
者
（
同
条
第
八
号
の
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る

刑
者
（
同
条
第
八
号
の
未
決
拘
禁
者
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る

も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
二
十
歳
以
上
の
者
と
分
離
し

も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
成
人
と
分
離
し
て
収
容
し
な

て
収
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
懲
役
又
は
禁
錮
の
執
行
）

（
懲
役
又
は
禁
錮
の
執
行
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２

本
人
が
二
十
六
歳
に
達
す
る
ま
で
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

２

本
人
が
満
二
十
歳
に
達
し
た
後
で
も
、
満
二
十
六
歳
に
達
す

執
行
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
ま
で
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
四
章

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止

第
四
章

雑
則

（
削
る
）

（
記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
五
章

特
定
少
年
の
特
例

（
新
設
）

第
一
節

保
護
事
件
の
特
例

（
新
設
）

（
検
察
官
へ
の
送
致
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
六
十
二
条

家
庭
裁
判
所
は
、
特
定
少
年
（
十
八
歳
以
上
の
少

（
新
設
）

年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
第
二

十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
の
結
果
、
そ
の
罪
質
及
び

情
状
に
照
ら
し
て
刑
事
処
分
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定

を
も
つ
て
、
こ
れ
を
管
轄
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の

検
察
官
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭
裁
判
所
は
、
特
定
少
年

に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
決
定
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
査
の
結
果
、
犯
行
の
動
機
、

態
様
及
び
結
果
、
犯
行
後
の
情
況
、
特
定
少
年
の
性
格
、
年
齢

、
行
状
及
び
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
刑
事
処
分
以
外

の
措
置
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
の
事

件
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪
を
犯
す
と
き
十
六
歳
以
上
の
少
年
に

係
る
も
の
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二

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
短
期
一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く

は
禁
錮
に
当
た
る
罪
の
事
件
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪
を
犯
す
と

き
特
定
少
年
に
係
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

第
六
十
三
条

家
庭
裁
判
所
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年

（
新
設
）

法
律
第
百
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四

号
）
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
係
る

同
項
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪

を
犯
す
と
き
特
定
少
年
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
送
致
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に

当
た
つ
て
は
、
選
挙
の
公
正
の
確
保
等
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

家
庭
裁
判
所
は
、
公
職
選
挙
法
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
又
は

同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
犯
し

た
同
項
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
一
項

の
組
織
的
選
挙
運
動
管
理
者
等
が
犯
し
た
同
項
に
規
定
す
る
罪

若
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

者
が
犯
し
た
同
項
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
で
あ
つ
て
、
そ
の
罪

を
犯
す
と
き
特
定
少
年
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
罪
質
が

選
挙
の
公
正
の
確
保
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
る
場
合

に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
決
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二

項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
保
護
処
分
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
六
十
四
条

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
家

（
新
設
）
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庭
裁
判
所
は
、
第
二
十
三
条
の
場
合
を
除
い
て
、
審
判
を
開
始

し
た
事
件
に
つ
き
、
少
年
が
特
定
少
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
犯

情
の
軽
重
を
考
慮
し
て
相
当
な
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
、
決
定
を
も
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
護
処
分
の
い

ず
れ
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
罰
金
以
下
の
刑

に
当
た
る
罪
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
の
保
護
処
分
に
限

り
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

六
月
の
保
護
観
察
所
の
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。

二

二
年
の
保
護
観
察
所
の
保
護
観
察
に
付
す
る
こ
と
。

三

少
年
院
に
送
致
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
二
号
の
保
護
観
察
に
お
い
て
は
、
第
六
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
場
合
に
、
同
項
の
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
家
庭
裁
判
所
は
、
同
号
の
保

護
処
分
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
と
同
時
に
、
一
年
以
下
の

範
囲
内
に
お
い
て
犯
情
の
軽
重
を
考
慮
し
て
同
項
の
決
定
に
よ

り
少
年
院
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

家
庭
裁
判
所
は
、
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
を
す
る
と
き

は
、
そ
の
決
定
と
同
時
に
、
三
年
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
犯

情
の
軽
重
を
考
慮
し
て
少
年
院
に
収
容
す
る
期
間
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

勾
留
さ
れ
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
と
ら
れ

た
特
定
少
年
に
つ
い
て
は
、
未
決
勾
留
の
日
数
は
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
を
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
期
間
に
算
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
の
保
護
処
分
に
お
い
て
は
、
保
護
観
察
所
の
長
を
し

て
、
家
庭
そ
の
他
の
環
境
調
整
に
関
す
る
措
置
を
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
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（
こ
の
法
律
の
適
用
関
係
）

第
六
十
五
条

第
三
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

（
新
設
）

）
の
規
定
は
、
特
定
少
年
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
十
二
条
、
第
二
十
六
条
第
四
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
の

規
定
は
、
特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
保
護
事
件
（
第
二
十
六
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
に
係
る
事
件
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

第
二
十
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
少
年
院
に
収
容
中
の

者
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
保
護
処
分

を
取
り
消
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

４

特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
条

第
二
十
条
第
一
項

第
六
十
二
条
第
一

項

第
十
七
条
の
二
第

選
任
者
で
あ
る
保

第
六
十
二
条
第
一

一
項
た
だ
し
書
、

護
者

項
の
特
定
少
年

第
三
十
二
条
た
だ

し
書
及
び
第
三
十

五
条
第
一
項
た
だ

し
書
（
第
十
七
条

の
三
第
一
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）

第
二
十
三
条
第
一

又
は
第
二
十
条

、
第
六
十
二
条
又
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項

は
第
六
十
三
条
第

二
項

第
二
十
四
条
の
二

前
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
一

第
一
項

項

第
二
十
五
条
第
一

第
二
十
四
条
第
一

第
六
十
四
条
第
一

項
及
び
第
二
十
七

項

項

条
の
二
第
六
項

第
二
十
六
条
第
一

並
び
に
第
二
十
四

及
び
第
六
十
四
条

項
及
び
第
二
項

条
第
一
項
第
二
号

第
一
項
第
三
号

及
び
第
三
号

第
二
十
六
条
の
三

第
二
十
四
条
第
一

第
六
十
四
条
第
一

項
第
三
号

項
第
三
号

第
二
十
八
条

第
二
十
四
条
又
は

第
二
十
五
条
又
は

第
二
十
五
条

第
六
十
四
条

（
保
護
観
察
中
の
者
に
対
す
る
収
容
決
定
）

第
六
十
六
条

更
生
保
護
法
第
六
十
八
条
の
二
の
申
請
が
あ
つ
た

（
新
設
）

場
合
に
お
い
て
、
家
庭
裁
判
所
は
、
審
判
の
結
果
、
第
六
十
四

条
第
一
項
第
二
号
の
保
護
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
遵
守
す
べ

き
事
項
を
遵
守
し
な
か
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
事
由
が
あ
り
、
そ

の
程
度
が
重
く
、
か
つ
、
少
年
院
に
お
い
て
処
遇
を
行
わ
な
け

れ
ば
本
人
の
改
善
及
び
更
生
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
れ
を
少
年
院
に
収
容
す
る
旨
の
決
定
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
項
の
決
定
に
よ
り
既
に
少
年

院
に
収
容
し
た
期
間
が
通
算
し
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
期
間
に
達
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。
２

次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
の
決
定
に
係
る
事
件
の
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手
続
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
こ
の
法
律
（
こ
の
項

を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
保
護
事

件
の
手
続
の
例
に
よ
る
。

３

第
一
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号

の
措
置
に
お
け
る
収
容
及
び
更
生
保
護
法
第
六
十
八
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
の
日
数
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を

、
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
に
算

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

刑
事
事
件
の
特
例

（
新
設
）

第
六
十
七
条

第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は

（
新
設
）

、
特
定
少
年
の
被
疑
事
件
（
同
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
第
二

十
条
第
一
項
又
は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
も
の

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
四
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
被
疑
事
件
（
第
二
十
条
第
一
項
又

は
第
六
十
二
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
の

被
疑
者
及
び
特
定
少
年
で
あ
る
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

３

第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定
少
年
に
対
す
る
被
告

事
件
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
並
び
に
第
五
十
六
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定
少
年
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い

。
５

第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
と

き
刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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６

第
六
十
条
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り

刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

７

特
定
少
年
で
あ
る
少
年
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
十
五
条

第
二
十
条
第
一
項

第
六
十
二
条
第
一

項

第
四
十
五
条
の
三

第
二
十
四
条
第
一

第
六
十
四
条
第
一

第
一
項
及
び
第
四

項

項

十
六
条
第
一
項

第
三
節

記
事
等
の
掲
載
の
禁
止
の
特
例

（
新
設
）

第
六
十
八
条

第
六
十
一
条
の
規
定
は
、
特
定
少
年
の
と
き
犯
し

（
新
設
）

た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
同
条
の
記
事

又
は
写
真
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
罪
に

係
る
事
件
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
十
一
条
の
請
求
が

さ
れ
た
場
合
（
同
法
第
四
百
六
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
第
四
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
規
定

に
従
い
審
判
を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

（
略
）

第
六
十
二
条

（
略
）
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（
経
過
規
定
）

（
経
過
規
定
）

第
二
条

こ
の
附
則
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
は
、
従
前
の
少
年
法

第
六
十
三
条

こ
の
附
則
で
「
新
法
」
と
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る

（
大
正
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
を
い
う
。

改
正
後
の
少
年
法
を
い
い
、
「
旧
法
」
と
は
、
従
前
の
少
年
法

（
大
正
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
を
い
う
。

（
削
る
）

２

こ
の
法
律
施
行
の
際
少
年
審
判
所
に
係
属
中
の
事
件
は
、
こ

れ
を
家
庭
裁
判
所
に
係
属
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
削
る
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

な
さ
れ
た
処
分
は
、
次
の
例
に
従
い
、
こ
れ
を
新
法
第
十
七
条

の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
措
置
と
み
な
す
。

旧
法
第
三
十
七
条

新
法
第
十
七
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

第
一
項
第
一
号
の
措

で
の
処
分

置

第
二
項
の
処
分

第
一
項
第
二
号
の
措

置

（
削
る
）

４

旧
法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
保
護
処
分

は
、
次
の
例
に
従
い
、
こ
れ
を
新
法
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

旧
法
第
四
条

新
法

第
一
項
第
五
号
（
保
護
団
体
に

第
二
十
五
条
第
一
項

委
託
す
る
保
護
処
分
を
除
く
。

及
び
第
二
項
第
三
号

）
及
び
第
九
号
の
保
護
処
分

第
一
項
第
五
号
中
保
護
団
体
に

第
二
十
四
条
第
一
項

委
託
す
る
保
護
処
分
及
び
第
六

第
一
号

号
の
保
護
処
分

第
一
項
第
七
号
の
保
護
処
分

第
二
十
四
条
第
一
項

第
二
号

第
一
項
第
八
号
の
保
護
処
分

第
二
十
四
条
第
一
項

第
三
号
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（
削
る
）

５

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
旧
法
の
規
定
に
よ
り
な
さ

れ
た
処
分
は
、
こ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

（
削
る
）

第
六
十
四
条

こ
の
法
律
施
行
前
言
渡
を
受
け
た
刑
に
お
い
て
は

、
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
第

五
十
一
条
」
及
び
「
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
旧
法
第
七
条
第
一
項
」
及
び
「
旧
法

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

（
略
）

第
六
十
五
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

第
六
十
七
条

（
略
）

（
削
る
）

第
六
十
八
条

こ
の
法
律
施
行
後
二
年
間
、
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
少
年
は
、
こ
れ
を
十
八
歳
に
満
た
な
い
者

と
し
、
成
人
は
、
こ
れ
を
満
十
八
歳
以
上
の
者
と
す
る
。

２

前
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
五
条
第
三
号
、
第
四
十

七
条
第
二
項
、
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
五
十
六
条
第
二
項

の
「
二
十
歳
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
「
十
八
歳
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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○

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

仮
釈
放
等

第
二
章

仮
釈
放
等

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
一
節
～
第
三
節

（
略
）

第
四
節

収
容
中
の
者
の
退
院
（
第
四
十
六
条
―
第
四
十
七

第
四
節

収
容
中
の
者
の
退
院
（
第
四
十
六
条
・
第
四
十
七

条
の
三
）

条
）

第
三
章
～
第
八
章

（
略
）

第
三
章
～
第
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
十
六
条

地
方
更
生
保
護
委
員
会
（
以
下
「
地
方
委
員
会
」
と

第
十
六
条

地
方
更
生
保
護
委
員
会
（
以
下
「
地
方
委
員
会
」
と

い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
中
の
者
に
つ
い
て
、
少
年
院
に
戻

四

少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
中
の
者
に
つ
い
て
、
少
年
院
に
戻

し
て
収
容
す
る
旨
の
決
定
の
申
請
を
し
、
又
は
仮
退
院
を
許

し
て
収
容
す
る
旨
の
決
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
。

す
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
。

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

（
合
議
体
）

（
合
議
体
）

第
二
十
三
条

地
方
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

第
二
十
三
条

地
方
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

、
三
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
、
そ
の
権
限
を

、
三
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
、
そ
の
権
限
を

行
う
。

行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の

二

第
三
十
五
条
第
一
項
（
第
四
十
二
条
及
び
売
春
防
止
法
（
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三
並
び
に
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
に

）
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
理
の

）
の
規
定
に
よ
る
審
理
の
開
始
に
係
る
判
断

開
始
に
係
る
判
断

三

第
三
十
九
条
第
四
項
（
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の

三

第
三
十
九
条
第
四
項
（
第
四
十
二
条
及
び
売
春
防
止
法
第

三
並
び
に
売
春
防
止
法
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
理
の
再
開
に
係
る

規
定
に
よ
る
審
理
の
再
開
に
係
る
判
断

判
断

四

（
略
）

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
仮
退
院
を
許
す
処
分
）

（
仮
退
院
を
許
す
処
分
）

第
四
十
一
条

地
方
委
員
会
は
、
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
少
年

第
四
十
一
条

地
方
委
員
会
は
、
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
少
年

院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
（
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
少
年
院
法
（
平
成
二
十

す
る
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
を
除
く
。
第
四
十
六

六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇
の
段
階

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
少
年
院
法
（
平
成

が
最
高
段
階
に
達
し
、
仮
に
退
院
さ
せ
る
こ
と
が
改
善
更
生
の

二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇
の

た
め
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
仮
に
退
院
さ
せ

段
階
が
最
高
段
階
に
達
し
、
仮
に
退
院
さ
せ
る
こ
と
が
改
善
更

る
こ
と
が
改
善
更
生
の
た
め
に
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と

生
の
た
め
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
仮
に
退
院

き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
仮
退
院
を
許
す
も
の
と
す
る
。

さ
せ
る
こ
と
が
改
善
更
生
の
た
め
に
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
仮
退
院
を
許
す
も
の
と
す
る
。

（
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
十
四
条
第
一

（
少
年
院
に
収
容
中
の
者
の
退
院
を
許
す
処
分
）

項
第
三
号
の
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
少
年
院
に
収
容
中
の
者

の
退
院
を
許
す
処
分
）

第
四
十
六
条

地
方
委
員
会
は
、
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
少
年

第
四
十
六
条

地
方
委
員
会
は
、
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
少
年

院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
少
年
院
の
長
の
申
出
が

院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
少
年
院
の
長
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
退
院
さ
せ
て
そ
の
保
護
処
分
を
終
了

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
退
院
を
相
当
と
認
め
る
と
き
（
二
十

さ
せ
る
の
を
相
当
と
認
め
る
と
き
（
二
十
三
歳
を
超
え
て
少
年

三
歳
を
超
え
て
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
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院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
少
年
院
法
第
百
三
十

少
年
院
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め

な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
退
院
を
相
当
と
認
め
る
と

る
と
き
そ
の
他
退
院
さ
せ
て
そ
の
保
護
処
分
を
終
了
さ
せ
る
の

き
）
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
相
当
と
認
め
る
と
き
）
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
許
さ

。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
退
院
を
許
す
処
分
）

第
四
十
七
条
の
二

地
方
委
員
会
は
、
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項

（
新
設
）

に
規
定
す
る
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、

少
年
院
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇
の
段
階
が
最
高
段
階
に

達
し
、
退
院
さ
せ
て
再
び
保
護
観
察
を
実
施
す
る
こ
と
が
改
善

更
生
の
た
め
に
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
退
院
さ

せ
て
再
び
保
護
観
察
を
実
施
す
る
こ
と
が
改
善
更
生
の
た
め
に

特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の

退
院
を
許
す
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
四
十
七
条
の
三

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条

（
新
設
）

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
八
条
並
び
に
第
三
十
九
条
第
二

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
少
年
院

か
ら
の
退
院
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

三
十
五
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
少
年
院
法
第
百

三
十
六
条
の
二
」
と
、
第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
刑
」
と
あ
る

の
は
「
保
護
処
分
」
と
、
「
犯
罪
」
と
あ
る
の
は
「
犯
罪
若
し

く
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
」
と
、
第
三
十
九
条
第
三
項
中

「
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
こ
と
が
で
き
る
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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（
保
護
観
察
の
対
象
者
）

（
保
護
観
察
の
対
象
者
）

第
四
十
八
条

次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
保
護
観
察
対
象
者
」
と

第
四
十
八
条

次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
保
護
観
察
対
象
者
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
保
護
観
察
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章

い
う
。
）
に
対
す
る
保
護
観
察
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
四
条
第

一

少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
保
護
処
分
に
付
さ

一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い

れ
て
い
る
者
（
以
下
「
保
護
観
察
処
分
少
年
」
と
い
う
。
）

る
者
（
以
下
「
保
護
観
察
処
分
少
年
」
と
い
う
。
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
一
般
遵
守
事
項
）

（
一
般
遵
守
事
項
）

第
五
十
条

保
護
観
察
対
象
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「

第
五
十
条

保
護
観
察
対
象
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「

一
般
遵
守
事
項
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
般
遵
守
事
項
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
住
居
を
定

三

保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
住
居
を
定

め
、
そ
の
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
そ
の
届
出
を

め
、
そ
の
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
に
そ
の
届
出
を

す
る
こ
と
（
第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て

す
る
こ
と
（
第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第

に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
居
を
特
定
さ
れ
た

り
住
居
を
特
定
さ
れ
た
場
合
及
び
次
条
第
二
項
第
五
号
の
規

場
合
及
び
次
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
す
べ
き

定
に
よ
り
宿
泊
す
べ
き
特
定
の
場
所
を
定
め
ら
れ
た
場
合
を

特
定
の
場
所
を
定
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
。

除
く
。
）
。

四

前
号
の
届
出
に
係
る
住
居
（
第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四

四

前
号
の
届
出
に
係
る
住
居
（
第
三
十
九
条
第
三
項
又
は
第

十
二
条
及
び
第
四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
居
を
特
定
さ
れ
た

含
む
。
）
又
は
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
（
第
七
十
八
条
の

場
合
に
は
当
該
住
居
、
次
号
の
転
居
の
許
可
を
受
け
た
場
合

二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

に
は
当
該
許
可
に
係
る
住
居
）
に
居
住
す
る
こ
と
（
次
条
第

よ
り
住
居
を
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
住
居
、
次
号
の
転

二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
す
べ
き
特
定
の
場
所
を
定



- 18 -

居
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
当
該
許
可
に
係
る
住
居
）
に

め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
。

居
住
す
る
こ
と
（
次
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
宿
泊

す
べ
き
特
定
の
場
所
を
定
め
ら
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
。

五

転
居
（
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
又
は
少
年
法
第
六
十
四

五

転
居
又
は
七
日
以
上
の
旅
行
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
（
以
下
「
収
容

め
、
保
護
観
察
所
の
長
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
。

可
能
期
間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
場
合

に
前
号
の
規
定
に
よ
り
居
住
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
住
居

に
転
居
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
七
日
以
上
の
旅
行
を
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
保
護
観
察
所
の
長
の
許
可
を
受

け
る
こ
と
。

２

刑
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯

２

刑
法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯

し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
第
四

し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し
を

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し
を

受
け
た
者
（
以
下
「
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
」
と
い
う
。
）

受
け
た
者
（
以
下
「
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
」
と
い
う
。
）

が
仮
釈
放
中
の
保
護
観
察
に
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

が
仮
釈
放
中
の
保
護
観
察
に
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
と
き
は
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に

保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
と
き
は
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の

お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住

規
定
に
よ
り
住
居
を
特
定
さ
れ
た
場
合
及
び
次
条
第
二
項
第
五

居
を
特
定
さ
れ
た
場
合
及
び
次
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

号
の
規
定
に
よ
り
宿
泊
す
べ
き
特
定
の
場
所
を
定
め
ら
れ
た
場

り
宿
泊
す
べ
き
特
定
の
場
所
を
定
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
仮

合
を
除
き
、
仮
釈
放
中
の
保
護
観
察
の
終
了
時
に
居
住
す
る
こ

釈
放
中
の
保
護
観
察
の
終
了
時
に
居
住
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

と
と
さ
れ
て
い
た
前
項
第
三
号
の
届
出
に
係
る
住
居
（
第
三
十

た
前
項
第
三
号
の
届
出
に
係
る
住
居
（
第
三
十
九
条
第
三
項
の

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
住
居
を
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
当

規
定
に
よ
り
住
居
を
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
住
居
、
前
項

該
住
居
、
前
項
第
五
号
の
転
居
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
当

第
五
号
の
転
居
の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
当
該
許
可
に
係
る

該
許
可
に
係
る
住
居
）
に
つ
き
、
同
項
第
三
号
の
届
出
を
し
た

住
居
）
に
つ
き
、
同
項
第
三
号
の
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す

も
の
と
み
な
す
。

。（
特
別
遵
守
事
項
）

（
特
別
遵
守
事
項
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）
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２

特
別
遵
守
事
項
は
、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
五
十

２

特
別
遵
守
事
項
は
、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
五
十

二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
第

二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
第

七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
、
刑
法
第
二

七
十
二
条
第
一
項
、
刑
法
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の

十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
五
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
並

五
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
少
年
法
第
二
十
六
条
の
四

び
に
少
年
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
第
一

第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま

項
に
規
定
す
る
処
分
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
保
護
観
察
対
象
者
の
改
善

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
保
護
観
察
対
象
者
の
改
善
更
生

更
生
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、

の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
具
体

具
体
的
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

的
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
特
別
遵
守
事
項
の
設
定
及
び
変
更
）

（
特
別
遵
守
事
項
の
設
定
及
び
変
更
）

第
五
十
二
条

保
護
観
察
所
の
長
は
、
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ

第
五
十
二
条

保
護
観
察
所
の
長
は
、
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ

い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
少
年
法
第
二
十

い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
少
年
法
第
二
十

四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く

四
条
第
一
項
第
一
号
の
保
護
処
分
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
意
見

は
第
二
号
の
保
護
処
分
を
し
た
家
庭
裁
判
所
の
意
見
を
聴
き
、

を
聴
き
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
る
こ
と

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
特
別
遵
守
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

が
で
き
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
一
般
遵
守
事
項
の
通
知
）

（
一
般
遵
守
事
項
の
通
知
）

第
五
十
四
条

保
護
観
察
所
の
長
は
、
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一

第
五
十
四
条

保
護
観
察
所
の
長
は
、
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一

項
第
一
号
若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第

項
第
一
号
の
保
護
処
分
が
あ
っ
た
と
き
又
は
刑
法
第
二
十
五
条

二
号
の
保
護
処
分
が
あ
っ
た
と
き
又
は
刑
法
第
二
十
五
条
の
二

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し
が
あ

が
あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保

っ
た
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
護
観

護
観
察
処
分
少
年
又
は
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
対
し
、
一

察
処
分
少
年
又
は
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
者
に
対
し
、
一
般
遵

般
遵
守
事
項
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

守
事
項
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら
な
い
。
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い
。

２

刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項

２

刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項

の
決
定
に
よ
り
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容

の
決
定
に
よ
り
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容

し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言

し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言

渡
し
を
受
け
て
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部

渡
し
を
受
け
て
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部

分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
（
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の

こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
（
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
に
他
に
執
行
す
べ
き
懲

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
に
他
に
執
行
す
べ
き
懲

役
又
は
禁
錮
の
刑
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り

役
又
は
禁
錮
の
刑
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り

、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
。
次
条

、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
。
次
条

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者

第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者

を
釈
放
す
る
と
き
、
又
は
第
四
十
一
条
若
し
く
は
第
四
十
七
条

を
釈
放
す
る
と
き
、
又
は
第
四
十
一
条
の
決
定
に
よ
り
保
護
処

の
二
の
決
定
若
し
く
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
に
よ
り
保
護
処

分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
は
、
法

分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
は
、
法

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
一
般
遵

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
一
般
遵

守
事
項
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

守
事
項
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
特
別
遵
守
事
項
の
通
知
）

（
特
別
遵
守
事
項
の
通
知
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
略
）

２

刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
は
、
懲
役
若
し
く
は
禁
錮

２

刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
は
、
懲
役
若
し
く
は
禁
錮

の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
第
三
十
九
条

の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
第
三
十
九
条

第
一
項
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
（
そ

第
一
項
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
（
そ

の
者
が
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
猶
予
期

の
者
が
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
猶
予
期

間
中
の
保
護
観
察
に
お
け
る
特
別
遵
守
事
項
を
含
む
。
）
が
定

間
中
の
保
護
観
察
に
お
け
る
特
別
遵
守
事
項
を
含
む
。
）
が
定

め
ら
れ
た
と
き
、
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
に
つ
い
て
そ
の
刑

め
ら
れ
た
と
き
、
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
に
つ
い
て
そ
の
刑

の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終

の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終

わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ

わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
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と
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と

と
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と

き
、
又
は
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い

き
、
又
は
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い

て
第
四
十
一
条
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事

て
第
四
十
一
条
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事

項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定

項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

若
し
く
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特

り
、
そ
の
釈
放
の
時
に
当
該
特
別
遵
守
事
項
（
釈
放
の
時
ま
で

別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と

に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の
も
の
）
の
内
容
を
記
載

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
釈
放
の
時
に
当
該
特
別
遵
守
事
項
（
釈
放

し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
釈

の
時
ま
で
に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
変
更
後
の
も
の
）
の
内

放
の
時
ま
で
に
当
該
特
別
遵
守
事
項
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は

容
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
そ
の
釈
放
の
時
ま
で
に
当
該
特
別
遵
守
事
項
が
取
り
消
さ
れ

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
出
頭
の
命
令
及
び
引
致
）

（
出
頭
の
命
令
及
び
引
致
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

第
二
項
又
は
第
三
項
の
引
致
状
に
よ
り
引
致
さ
れ
た
者
に
つ

８

第
二
項
又
は
第
三
項
の
引
致
状
に
よ
り
引
致
さ
れ
た
者
に
つ

い
て
は
、
引
致
す
べ
き
場
所
に
引
致
さ
れ
た
時
か
ら
二
十
四
時

い
て
は
、
引
致
す
べ
き
場
所
に
引
致
さ
れ
た
時
か
ら
二
十
四
時

間
以
内
に
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
時
間

間
以
内
に
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
時
間

内
に
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七

内
に
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
十

十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
十
条
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
留
置
さ
れ
た
と
き
は
、
こ

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
留
置
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限

の
限
り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

９

地
方
委
員
会
が
行
う
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
三
項

９

地
方
委
員
会
が
行
う
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
引
致
に
係
る
判
断
及
び
前
項
本
文
の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ
る
引
致
に
係
る
判
断
及
び
前
項
本
文
の
規
定
に
よ

る
釈
放
に
係
る
判
断
は
、
三
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
合

る
釈
放
に
係
る
判
断
は
、
三
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
合

議
体
（
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
第
七
十
三
条
の
二

議
体
（
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
第
七
十
五
条
第
一

第
一
項
の
決
定
、
第
七
十
五
条
第
一
項
の
決
定
又
は
第
八
十
一

項
の
決
定
又
は
第
八
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す

条
第
五
項
の
決
定
を
す
る
か
否
か
に
関
す
る
審
理
の
開
始
後
に

る
か
否
か
に
関
す
る
審
理
の
開
始
後
に
お
い
て
は
、
当
該
審
理
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お
い
て
は
、
当
該
審
理
を
担
当
す
る
合
議
体
）
で
行
う
。
た
だ

を
担
当
す
る
合
議
体
）
で
行
う
。
た
だ
し
、
前
項
本
文
の
規
定

し
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
釈
放
に
係
る
地
方
委
員
会
の
判

に
よ
る
釈
放
に
係
る
地
方
委
員
会
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
急
速

断
に
つ
い
て
は
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
方

を
要
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
方
委
員
会
が
指
名
す
る
一

委
員
会
が
指
名
す
る
一
人
の
委
員
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
の
委
員
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

10

10

（
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
保
護
処
分
の
期
間
）

（
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
保
護
処
分
の
期
間
）

第
六
十
六
条

保
護
観
察
処
分
少
年
（
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一

第
六
十
六
条

保
護
観
察
処
分
少
年
に
対
す
る
保
護
観
察
の
期
間

項
第
一
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
条

は
、
当
該
保
護
観
察
処
分
少
年
が
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
（
そ

及
び
第
六
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
保
護
観
察
の

の
期
間
が
二
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
二
年
）
と
す
る
。
た

期
間
は
、
当
該
保
護
観
察
処
分
少
年
が
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で

だ
し
、
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
の
期
間

（
そ
の
期
間
が
二
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
二
年
）
と
す
る

が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
と
す
る
。

。
た
だ
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
の
期
間
が

定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
と
す
る
。

（
家
庭
裁
判
所
へ
の
通
告
等
）

（
家
庭
裁
判
所
へ
の
通
告
等
）

第
六
十
八
条

（
略
）

第
六
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

通
告
に
係
る
保
護
観
察
処
分
少
年
が
十
八
歳
以
上
で
あ
る
と
き

通
告
に
係
る
保
護
観
察
処
分
少
年
が
二
十
歳
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
十
八
歳
に
満
た
な
い
少
年
法
第
二
条
第
一
項
の
少

は
、
こ
れ
を
少
年
法
第
二
条
第
一
項
の
少
年
と
み
な
し
て
、
同

年
と
み
な
し
て
、
同
法
第
二
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

法
第
二
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
十
八
歳
に
満
た
な
い

３

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
法
第
二
条
第
一

少
年
法
第
二
条
第
一
項
の
少
年
と
み
な
さ
れ
る
保
護
観
察
処
分

項
の
少
年
と
み
な
さ
れ
る
保
護
観
察
処
分
少
年
に
対
し
て
同
法

少
年
に
対
し
て
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
保
護
処
分
を
す
る

の
保
護
処
分
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
護
観
察
処
分
少

と
き
は
、
保
護
処
分
の
決
定
と
同
時
に
、
そ
の
者
が
二
十
三
歳

年
が
二
十
歳
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
保
護
処
分
の
決
定
と
同
時

を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
保
護
観
察
の
期
間
又
は
少
年

に
、
そ
の
者
が
二
十
三
歳
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
保

院
に
収
容
す
る
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

護
観
察
の
期
間
又
は
少
年
院
に
収
容
す
る
期
間
を
定
め
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

（
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
の
申
請
）

第
六
十
八
条
の
二

保
護
観
察
所
の
長
は
、
特
定
保
護
観
察
処
分

（
新
設
）

少
年
（
保
護
観
察
処
分
少
年
の
う
ち
、
少
年
法
第
六
十
四
条
第

一
項
第
二
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
、
遵
守
事
項
を
遵
守
せ
ず
、
そ
の
程
度
が
重
い

と
認
め
る
と
き
は
、
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
保
護
観
察
処
分

少
年
に
つ
い
て
、
そ
の
収
容
可
能
期
間
が
満
了
し
て
い
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
留
置
）

第
六
十
八
条
の
三

保
護
観
察
所
の
長
は
、
第
六
十
三
条
第
二
項

（
新
設
）

の
引
致
状
に
よ
り
引
致
し
た
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い

て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
か
否
か
に
関
す
る
審
理

を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
保
護

観
察
処
分
少
年
を
刑
事
施
設
又
は
少
年
鑑
別
所
に
留
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
の
期
間
は
、
引
致
す
べ
き
場
所
に

引
致
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ

の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
必

要
が
な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
他
留
置
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と

き
は
、
直
ち
に
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
を
釈
放
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

保
護
観
察
所
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
さ
れ
て

い
る
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ

る
申
請
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
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申
請
に
係
る
家
庭
裁
判
所
か
ら
の
決
定
の
通
知
が
あ
る
ま
で
の

間
又
は
少
年
法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
観
護
の

措
置
が
と
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
留
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
留
置
の
期
間
は
、
通
じ
て
二
十
日
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
保
護
観
察
の
停
止
）

第
六
十
八
条
の
四

特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
少
年

（
新
設
）

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
四
十
七

条
の
二
の
決
定
に
よ
る
釈
放
ま
で
の
間
又
は
収
容
可
能
期
間
の

満
了
ま
で
の
間
、
当
該
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
保
護
観
察

は
、
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
停
止
さ
れ
て
い
る
特
定
保

護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、

第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十

六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
五
条
の

四
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
保
護
観
察
の
期
間
は
、
少
年
法

第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
っ
て
そ
の
進
行
を
停
止
し
、

第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
時
又
は
収
容
可

能
期
間
が
満
了
し
た
時
か
ら
そ
の
進
行
を
始
め
る
。

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
係
る
特
別
遵
守
事
項

の
設
定
等
）
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第
六
十
八
条
の
五

地
方
委
員
会
は
、
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一

（
新
設
）

項
の
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
特
定
保
護
観
察

処
分
少
年
（
以
下
「
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
る
釈
放

の
時
又
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
の
時
ま
で
に
、
法
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
、
特
別
遵
守
事
項
を

定
め
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
委
員
会
は
、
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
遵
守
事
項
に
つ
き
、
必
要
が
な
く

な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
る

釈
放
ま
で
の
間
又
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
ま
で
の
間
に
、
法

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
、
こ
れ
を

取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

３

収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
少
年
法
第

六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
者
に
対
す
る

保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
保
護
観
察
所
の
長
（
第
四
十

七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
又

は
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
収
容
中
の
特

定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
住
居
が
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

の
地
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
の
長
）
は
、
そ
の
保
護
観
察
の

実
施
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
特
別
遵
守
事
項
の
設
定
、
変
更
又
は
取
消
し
に
関
し
、

地
方
委
員
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

（
収
容
時
又
は
収
容
中
に
お
け
る
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
に

係
る
少
年
院
の
長
と
の
連
携
）

第
六
十
八
条
の
六

特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
が
少
年
法
第
六
十

（
新
設
）

六
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
た
と
き
は
、
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当
該
決
定
が
あ
っ
た
と
き
に
そ
の
者
に
対
す
る
保
護
観
察
を
つ

か
さ
ど
っ
て
い
た
保
護
観
察
所
の
長
は
、
そ
の
保
護
観
察
の
実

施
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
少
年
院
に
お
け
る
矯
正
教

育
に
関
し
、
少
年
院
の
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す

る
。

２

前
条
第
三
項
の
保
護
観
察
所
の
長
は
、
収
容
中
の
特
定
保
護

観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
、
少
年
院
に
お
け
る
矯
正
教
育
の
状

況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
に
よ
る
釈
放
後
又
は
収
容
可
能
期
間

の
満
了
後
の
保
護
観
察
の
実
施
に
関
し
、
少
年
院
の
長
の
意
見

を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
の
住
居
の
特
定
）

第
六
十
八
条
の
七

地
方
委
員
会
は
、
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察

（
新
設
）

処
分
少
年
に
つ
い
て
、
収
容
可
能
期
間
の
満
了
の
時
ま
で
に
、

第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
居
の
調
整
の
結
果
に
基

づ
き
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て

、
そ
の
者
が
居
住
す
べ
き
住
居
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
委
員
会
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
収
容
可
能
期
間
の
満
了
ま
で

の
間
に
、
当
該
決
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
住
居
に
居
住
す
る
こ

と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
生
じ
た
と
認
め
る
と

き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て

、
住
居
の
特
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

３

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
二
項
の
決
定
に
関
す
る
審

理
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は

当
該
審
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。



- 27 -

（
保
護
観
察
の
一
時
解
除
）

（
保
護
観
察
の
一
時
解
除
）

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
一
時
的
に
解
除
さ
れ
て
い

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
一
時
的
に
解
除
さ
れ
て
い

る
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十

る
保
護
観
察
処
分
少
年
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十

一
条
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
十
一
条
、

一
条
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
十
一
条
、

第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
か
ら
第
六
十
五
条
の
四
ま
で
及
び

第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
か
ら
第
六
十
五
条
の
四
ま
で
、
第

第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
八
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し

六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
一
時
的
に
解
除
さ
れ
て

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
一
時
的
に
解
除
さ
れ
て

い
る
保
護
観
察
処
分
少
年
に
対
す
る
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第

い
る
保
護
観
察
処
分
少
年
に
対
す
る
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第

六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
以
下
「
一

六
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
以
下
「
一

般
遵
守
事
項
」
と
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
ロ
及
び
第
三

般
遵
守
事
項
」
と
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
ロ
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
守
り
、
保

号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
守
り
、
保

護
観
察
官
及
び
保
護
司
に
よ
る
指
導
監
督
を
誠
実
に
受
け
る
」

護
観
察
官
及
び
保
護
司
に
よ
る
指
導
監
督
を
誠
実
に
受
け
る
」

と
あ
る
の
は
「
守
る
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
転
居
（
第
四
十

と
あ
る
の
は
「
守
る
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
転
居
又
は
七
日

七
条
の
二
の
決
定
又
は
少
年
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

以
上
の
旅
行
」
と
あ
る
の
は
「
転
居
」
と
、
第
六
十
三
条
第
二

よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
（
以
下
「
収
容
可
能
期
間
」
と
い
う
。

項
第
二
号
中
「
遵
守
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
第
三
項

）
の
満
了
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
前
号
の
規
定
に
よ
り
居

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十
条
第
一
項
に

住
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
住
居
に
転
居
す
る
場
合
を
除
く
。

掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

）
又
は
七
日
以
上
の
旅
行
」
と
あ
る
の
は
「
転
居
」
と
、
第
六

十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
遵
守
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十

条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
護
観
察
所
の
長
は
、
保
護
観
察

６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
護
観
察
所
の
長
は
、
保
護
観
察

処
分
少
年
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
一
時
的
に
解

処
分
少
年
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
一
時
的
に
解

除
さ
れ
て
い
る
間
に
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

除
さ
れ
て
い
る
間
に
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
第
五
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
か
っ
た

さ
れ
る
第
五
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
か
っ
た
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こ
と
を
理
由
と
し
て
、
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警

告
を
発
し
、
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
二
の

告
を
発
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
こ

規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
が
で
き
な
い
。

（
少
年
院
へ
の
戻
し
収
容
の
申
請
）

（
少
年
院
へ
の
戻
し
収
容
の
申
請
）

第
七
十
一
条

地
方
委
員
会
は
、
保
護
観
察
所
の
長
の
申
出
に
よ

第
七
十
一
条

地
方
委
員
会
は
、
保
護
観
察
所
の
長
の
申
出
に
よ

り
、
少
年
院
仮
退
院
者
（
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号

り
、
少
年
院
仮
退
院
者
が
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
か
っ
た
と
認

の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か

め
る
と
き
は
、
当
該
少
年
院
仮
退
院
者
を
少
年
院
に
送
致
し
た

ら
第
七
十
三
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
遵
守
事
項
を
遵
守

家
庭
裁
判
所
に
対
し
、
こ
れ
を
少
年
院
に
戻
し
て
収
容
す
る
旨

し
な
か
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
少
年
院
仮
退
院
者
を
少

の
決
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
二
十
三
歳

年
院
に
送
致
し
た
家
庭
裁
判
所
に
対
し
、
こ
れ
を
少
年
院
に
戻

に
達
し
て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者
に
つ
い
て
は
、
少
年
院
法
第

し
て
収
容
す
る
旨
の
決
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
る

だ
し
、
二
十
三
歳
に
達
し
て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者
に
つ
い
て

と
き
に
限
る
。

は
、
少
年
院
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該

当
す
る
と
認
め
る
と
き
に
限
る
。

（
少
年
院
へ
の
戻
し
収
容
の
決
定
）

（
少
年
院
へ
の
戻
し
収
容
の
決
定
）

第
七
十
二
条

（
略
）

第
七
十
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
決
定
に
係
る
事

５

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
決
定
に
係
る
事

件
の
手
続
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
十
八
歳
に
満
た

件
の
手
続
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
少
年
の
保
護
処

な
い
少
年
の
保
護
処
分
に
係
る
事
件
の
手
続
の
例
に
よ
る
。

分
に
係
る
事
件
の
手
続
の
例
に
よ
る
。

（
留
置
）

（
留
置
）

第
七
十
三
条

（
略
）

第
七
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
さ
れ
て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者

に
つ
い
て
、
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
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は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
請
に
係
る
家
庭
裁

判
所
か
ら
の
決
定
の
通
知
が
あ
る
ま
で
の
間
又
は
少
年
法
第
十

七
条
第
一
項
第
二
号
の
観
護
の
措
置
が
と
ら
れ
る
ま
で
の
間
、

継
続
し
て
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
留
置
の
期
間

は
、
通
じ
て
二
十
日
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
及
び
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

よ
る
釈
放
に
係
る
判
断
は
、
三
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る

に
よ
る
釈
放
に
係
る
判
断
は
、
三
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す

合
議
体
（
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
か
否
か
に

る
合
議
体
（
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
か
否
か

関
す
る
審
理
の
開
始
後
に
お
い
て
は
、
当
該
審
理
を
担
当
す
る

に
関
す
る
審
理
の
開
始
後
に
お
い
て
は
、
当
該
審
理
を
担
当
す

合
議
体
）
で
行
う
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
あ
ら

る
合
議
体
）
で
行
う
。
た
だ
し
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
あ

か
じ
め
地
方
委
員
会
が
指
名
す
る
一
人
の
委
員
で
行
う
こ
と
が

ら
か
じ
め
地
方
委
員
会
が
指
名
す
る
一
人
の
委
員
で
行
う
こ
と

で
き
る
。

が
で
き
る
。

４

第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項

（
新
設
）

の
規
定
に
よ
り
留
置
さ
れ
て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者
及
び
そ
の

留
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三

項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
一
条
」
と
、
「
少
年
法

第
六
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
第
五
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一

５

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
の
た
め
の

項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
措
置
の
た
め
の
合

合
議
体
又
は
委
員
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二

議
体
又
は
委
員
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項

項
の
規
定
は
第
三
項
の
合
議
体
の
議
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
規
定
は
前
項
の
合
議
体
の
議
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
中
「
、
地
方
更

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
中
「
、
地
方
更
生
保

生
保
護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
及

護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
保

び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
は
、
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ

て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者
の
仮
退
院
の
取
消
し
）

第
七
十
三
条
の
二

地
方
委
員
会
は
、
保
護
観
察
所
の
長
の
申
出

（
新
設
）

に
よ
り
、
少
年
院
仮
退
院
者
（
少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第

三
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
七
十
三

条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
遵
守
事
項
を
遵
守
せ
ず

、
少
年
院
に
収
容
す
る
の
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
を

も
っ
て
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
仮
退
院
を
許
す
処
分
を

取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
仮
退
院
を
許
す
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た

と
き
は
、
仮
退
院
中
の
日
数
は
、
少
年
法
第
六
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
決
定
の
執
行
）

第
七
十
三
条
の
三

地
方
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
決
定
を
し

（
新
設
）

た
と
き
は
、
保
護
観
察
官
を
し
て
、
そ
の
決
定
を
執
行
さ
せ
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
刑

事
施
設
の
長
、
少
年
鑑
別
所
の
長
又
は
保
護
観
察
所
の
長
に
そ

の
執
行
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
委
員
会
は
、
前
項
の
執
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
出
頭

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

地
方
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
の

命
令
に
応
ぜ
ず
、
又
は
応
じ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁

判
官
の
あ
ら
か
じ
め
発
す
る
引
致
状
に
よ
り
、
当
該
者
を
引
致

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
六
十
三
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
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引
致
状
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
前
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け

た
者
の
引
致
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

六
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
引
致
状
は
保
護
観
察
所
の
長

の
請
求
に
よ
り
、
前
項
の
引
致
状
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十

三
条
の
三
第
三
項
の
引
致
状
は
、
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
地

方
更
生
保
護
委
員
会
が
引
致
し
た
場
合
に
お
い
て
は
委
員
又
は

保
護
観
察
官
、
保
護
観
察
所
の
長
が
引
致
し
た
場
合
に
お
い
て

は
保
護
観
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
委
員
又
は
保
護
観
察
官
」
と

、
同
条
第
八
項
た
だ
し
書
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第

七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
七
十
六
条

第
一
項
又
は
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
留
置

さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
執
行
が
開
始
さ
れ
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

地
方
委
員
会
が
行
う
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
執
行
に
係
る
判

断
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
引

致
に
係
る
判
断
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第

八
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
釈
放
に
係
る
判
断
は
、
三
人
の
委
員

を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
行
う
。
た
だ
し
、
前
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
釈
放
に
係
る
地

方
委
員
会
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
急
速
を
要
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
地
方
委
員
会
が
指
名
す
る
一
人
の
委
員
で
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

６

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
措
置
の
た
め
の
合

議
体
又
は
委
員
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項

の
規
定
は
前
項
の
合
議
体
の
議
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
中
「
、
地
方
更
生
保

護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
保
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護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
付
さ
れ

て
い
る
少
年
院
仮
退
院
者
の
留
置
）

第
七
十
三
条
の
四

地
方
委
員
会
は
、
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は

（
新
設
）

第
三
項
の
引
致
状
に
よ
り
引
致
さ
れ
た
少
年
院
仮
退
院
者
に
つ

い
て
、
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
申
出
が
あ
り
同
項
の
決
定

を
す
る
か
否
か
に
関
す
る
審
理
を
開
始
す
る
と
き
は
、
当
該
少

年
院
仮
退
院
者
を
刑
事
施
設
又
は
少
年
鑑
別
所
に
留
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
並
び
に
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
三
条
の
二
第

一
項
の
決
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三

条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
の
た
め
の
合
議
体
又
は
委
員
に
よ

る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
三
項
の
合
議
体
の
議
事
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条

中
「
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
あ

る
の
は
、
「
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
留
置
）

（
留
置
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



- 33 -

３

第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
並
び
に
第
七
十
三
条
第
二
項
及
び

３

第
七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
準

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
五
条
第
一

る
申
請
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
五
条
第
一
項
の
決
定
」
と

項
の
決
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
十
三
条
、
第
二
十
三
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一

（
新
設
）

項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三

条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
の
た
め
の
合
議
体
又
は
委
員
に
よ

る
調
査
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
三
項
の
合
議
体
の
議
事
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条

中
「
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
あ

る
の
は
、
「
及
び
保
護
観
察
所
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
の
住
居
の
特
定
）

（
住
居
の
特
定
）

第
七
十
八
条
の
二

第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

第
七
十
八
条
の
二

地
方
委
員
会
は
、
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者

定
は
、
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

に
つ
い
て
、
刑
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
猶
予
の
期

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
容
可
能
期

間
の
開
始
の
時
ま
で
に
、
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

間
の
満
了
」
と
あ
る
の
は
、
「
刑
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定

住
居
の
調
整
の
結
果
に
基
づ
き
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
猶
予
の
期
間
の
開
始
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
、
そ
の
者
が
居
住
す
べ
き
住
居
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

２

地
方
委
員
会
は
、
前
項
の
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
刑
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
猶
予
の
期
間
の
開
始
ま
で
の
間
に
、
当
該
決
定
に
よ

り
特
定
さ
れ
た
住
居
に
居
住
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め

ら
れ
る
事
情
が
生
じ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
、
住
居
の
特
定
を
取
り
消
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す
も
の
と
す
る
。

２

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

３

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
二
項
の
決
定
に
関
す
る
審

六
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
決
定
に
関
す
る
審
理
に

理
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は

お
け
る
調
査
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
当
該

当
該
審
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

審
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
留
置
）

（
留
置
）

第
八
十
条

（
略
）

第
八
十
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ

７

第
七
十
三
条
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
留

る
留
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
護
観
察
の
仮
解
除
）

（
保
護
観
察
の
仮
解
除
）

第
八
十
一
条

（
略
）

第
八
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
七
条
の
三
第
二

３

刑
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
七
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
仮
に
解
除
さ
れ
て
い
る
保
護
観

項
の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
を
仮
に
解
除
さ
れ
て
い
る
保
護
観

察
付
執
行
猶
予
者
に
対
す
る
第
五
十
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規

察
付
執
行
猶
予
者
に
対
す
る
第
五
十
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
以
下
「
一
般

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
条
第
一
項
中
「
以
下
「
一
般

遵
守
事
項
」
と
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号

遵
守
事
項
」
と
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
守
り
、
保
護

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
守
り
、
保
護

観
察
官
及
び
保
護
司
に
よ
る
指
導
監
督
を
誠
実
に
受
け
る
」
と

観
察
官
及
び
保
護
司
に
よ
る
指
導
監
督
を
誠
実
に
受
け
る
」
と

あ
る
の
は
「
守
る
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
転
居
（
第
四
十
七

あ
る
の
は
「
守
る
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
転
居
又
は
七
日
以

条
の
二
の
決
定
又
は
少
年
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

上
の
旅
行
」
と
あ
る
の
は
「
転
居
」
と
、
第
六
十
三
条
第
二
項

り
定
め
ら
れ
た
期
間
（
以
下
「
収
容
可
能
期
間
」
と
い
う
。
）

第
二
号
中
「
遵
守
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
一
条
第
三
項

の
満
了
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
場
合
に
前
号
の
規
定
に
よ
り
居
住

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十
条
第
一
項
に

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
住
居
に
転
居
す
る
場
合
を
除
く
。
）

掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

又
は
七
日
以
上
の
旅
行
」
と
あ
る
の
は
「
転
居
」
と
、
第
六
十
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三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
遵
守
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十

一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十

条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
」
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）
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○

少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

保
護
処
分
在
院
者

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二

保
護
処
分
在
院
者

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
六
十
四

六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
（
第

条
第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

百
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
第
百
三
十
九
条
第
三
項

る
決
定
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
の
保
護
処

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
三
十
九

分
（
第
百
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
第
百
三
十
九
条

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
並
び
に
更
生
保
護
法
（
平
成

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百

十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
並
び
に
更
生
保
護
法

よ
る
措
置
を
含
む
。
次
条
第
一
号
及
び
第
四
条
第
一
項
第
一

（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
及

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
保
護
処
分
」
と
い
う

び
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。

。
）
の
執
行
を
受
け
る
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者

次
条
第
一
号
及
び
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

を
い
う
。

に
お
い
て
単
に
「
保
護
処
分
」
と
い
う
。
）
の
執
行
を
受
け

る
た
め
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
を
い
う
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
少
年
院
の
種
類
）

（
少
年
院
の
種
類
）

第
四
条

少
年
院
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し

第
四
条

少
年
院
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
収
容
す
る
も
の
と
す
る

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
収
容
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一

第
一
種

保
護
処
分
の
執
行
を
受
け
る
者
（
第
五
号
に
定

一

第
一
種

保
護
処
分
の
執
行
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
心

め
る
者
を
除
く
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

身
に
著
し
い
障
害
が
な
い
お
お
む
ね
十
二
歳
以
上
二
十
三
歳



- 37 -

あ
っ
て
、
心
身
に
著
し
い
障
害
が
な
い
お
お
む
ね
十
二
歳
以

未
満
の
も
の
（
次
号
に
定
め
る
者
を
除
く
。
）

上
二
十
三
歳
未
満
の
も
の
（
次
号
に
定
め
る
者
を
除
く
。
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
五
種

少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
保
護
処

（
新
設
）

分
の
執
行
を
受
け
、
か
つ
、
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
者

２

（
略
）

２

（
略
）

（
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
）

（
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

少
年
院
の
長
は
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
第
五

（
新
設
）

種
の
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
第
五
種
少
年
院

在
院
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
を

策
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
保
護
観
察
所
の
長
の
意
見
を
踏
ま
え
、
策
定
す
る
も
の
と

す
る
。

５

少
年
院
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
矯
正
教
育

４

少
年
院
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
矯
正
教
育

計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
、
在
院

計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
、
在
院

者
に
告
知
し
、
及
び
そ
の
保
護
者
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
者
（

者
に
告
知
し
、
及
び
そ
の
保
護
者
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
者
に

在
院
者
が
第
五
種
少
年
院
在
院
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

相
当
と
認
め
る
者
及
び
保
護
観
察
所
の
長
）
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

６

（
略
）

５

（
略
）

７

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

６

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

個
人
別
矯
正
教
育
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

個
人
別
矯
正
教
育
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
成
績
の
評
価
及
び
告
知
等
）

（
成
績
の
評
価
及
び
告
知
等
）
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第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

少
年
院
の
長
は
、
第
一
項
の
成
績
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は

３

少
年
院
の
長
は
、
第
一
項
の
成
績
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は

、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
、
在
院
者
に
告
知
し
、
及
び
そ
の

、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
、
在
院
者
に
告
知
し
、
及
び
そ
の

保
護
者
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
者
（
在
院
者
が
第
五
種
少
年
院

保
護
者
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

在
院
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
相
当
と
認
め
る
者
及
び
保

護
観
察
所
の
長
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

少
年
院
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
場
合
そ

４

少
年
院
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
す
る
場
合
そ
の

の
他
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
在
院
者
の
保
護
者
そ
の
他
相

他
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
在
院
者
の
保
護
者
そ
の
他
相
当

当
と
認
め
る
者
（
在
院
者
が
第
五
種
少
年
院
在
院
者
で
あ
る
場

と
認
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
在
院
者
の
生
活
及
び
心
身
の
状
況

合
に
あ
っ
て
は
、
相
当
と
認
め
る
者
及
び
保
護
観
察
所
の
長
）

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

に
対
し
、
そ
の
在
院
者
の
生
活
及
び
心
身
の
状
況
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

（
鑑
別
の
た
め
の
少
年
鑑
別
所
へ
の
収
容
）

（
鑑
別
の
た
め
の
少
年
鑑
別
所
へ
の
収
容
）

第
三
十
六
条

少
年
院
の
長
は
、
在
院
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
三

第
三
十
六
条

少
年
院
の
長
は
、
在
院
者
に
つ
い
て
、
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
矯
正
教
育
課
程
（
同
条

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
矯
正
教
育
課
程
（
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後

の
も
の
。
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
指
定
矯
正
教
育

の
も
の
。
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
指
定
矯
正
教
育

課
程
」
と
い
う
。
）
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

課
程
」
と
い
う
。
）
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

策
定
さ
れ
た
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に

策
定
さ
れ
た
個
人
別
矯
正
教
育
計
画
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
が
そ
の

よ
る
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
が
そ
の

者
に
と
っ
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

者
に
と
っ
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
少
年
鑑
別

そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
少
年
鑑
別

所
の
長
に
よ
る
鑑
別
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
の
長
に
よ
る
鑑
別
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
身
体
の
検
査
等
）

（
身
体
の
検
査
等
）
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第
八
十
五
条

（
略
）

第
八
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
職
員
は
、
少
年
院
の
規
律
及
び
秩
序
を
維
持
す
る
た
め

３

指
定
職
員
は
、
少
年
院
の
規
律
及
び
秩
序
を
維
持
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
少
年
院
内
に
お
い
て
、
在
院
者
以
外

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
少
年
院
内
に
お
い
て
、
在
院
者
以
外

の
者
（
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
若
し
く
は
在
院
者
若
し
く
は
そ

の
者
（
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
若
し
く
は
在
院
者
若
し
く
は
そ

の
保
護
者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族

の
保
護
者
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
又

若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る

は
弁
護
人
等
（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

弁
護
士
又
は
弁
護
人
等
（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二

律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人

十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の

る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除

着
衣
及
び
携
帯
品
を
検
査
し
、
並
び
に
そ
の
者
の
携
帯
品
を
取

く
。
）
の
着
衣
及
び
携
帯
品
を
検
査
し
、
並
び
に
そ
の
者
の
携

り
上
げ
て
一
時
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

帯
品
を
取
り
上
げ
て
一
時
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
面
会
の
立
会
い
等
）

（
面
会
の
立
会
い
等
）

第
九
十
三
条

少
年
院
の
長
は
、
そ
の
指
名
す
る
職
員
に
、
在
院

第
九
十
三
条

少
年
院
の
長
は
、
そ
の
指
名
す
る
職
員
に
、
在
院

者
の
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人
又
は
在
院
者
若
し
く
は
そ
の

者
の
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人
又
は
在
院
者
若
し
く
は
そ
の

保
護
者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若

保
護
者
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
を
い

し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除
く
。
）
に

護
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
弁
護
人
等
と
の
面
会
を
除

立
ち
会
わ
せ
、
又
は
そ
の
面
会
の
状
況
を
録
音
さ
せ
、
若
し
く

く
。
）
に
立
ち
会
わ
せ
、
又
は
そ
の
面
会
の
状
況
を
録
音
さ
せ

は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
少
年
院
の
規
律
及
び

、
若
し
く
は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
少
年
院
の

秩
序
を
害
す
る
結
果
を
生
じ
、
又
は
在
院
者
の
矯
正
教
育
の
適

規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
を
生
じ
、
又
は
在
院
者
の
矯
正

切
な
実
施
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に

教
育
の
適
切
な
実
施
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

は
、
そ
の
立
会
い
並
び
に
録
音
及
び
録
画
（
次
項
に
お
い
て
「

る
場
合
に
は
、
そ
の
立
会
い
並
び
に
録
音
及
び
録
画
（
次
項
に

立
会
い
等
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

お
い
て
「
立
会
い
等
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
仮
退
院
の
申
出
）

（
仮
退
院
の
申
出
）

第
百
三
十
五
条

少
年
院
の
長
は
、
第
五
種
少
年
院
在
院
者
以
外

第
百
三
十
五
条

少
年
院
の
長
は
、
保
護
処
分
在
院
者
に
つ
い
て

の
保
護
処
分
在
院
者
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇

、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇
の
段
階
が
最
高
段
階
に
達
し
、

の
段
階
が
最
高
段
階
に
達
し
、
仮
に
退
院
を
許
す
の
が
相
当
で

仮
に
退
院
を
許
す
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
対
し
、
仮

更
生
保
護
委
員
会
に
対
し
、
仮
退
院
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出
を

退
院
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
五
種
少
年
院
在
院
者
以
外
の
保
護
処
分
在
院
者
の
退
院
の

（
退
院
の
申
出
等
）

申
出
等
）

第
百
三
十
六
条

少
年
院
の
長
は
、
第
五
種
少
年
院
在
院
者
以
外

第
百
三
十
六
条

少
年
院
の
長
は
、
保
護
処
分
在
院
者
に
つ
い
て

の
保
護
処
分
在
院
者
に
つ
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定

、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
目
的
を
達
し
た
と
認
め
る

す
る
目
的
を
達
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員

と
き
は
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
対
し
、
退
院
を
許
す
べ
き

会
に
対
し
、
退
院
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

旨
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

２

少
年
院
の
長
は
、
第
五
種
少
年
院
在
院
者
以
外
の
保
護
処
分

２

少
年
院
の
長
は
、
保
護
処
分
在
院
者
が
地
方
更
生
保
護
委
員

在
院
者
が
地
方
更
生
保
護
委
員
会
か
ら
更
生
保
護
法
第
四
十
六

会
か
ら
更
生
保
護
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
院

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
院
を
許
す
旨
の
決
定
の
告
知
を
受

を
許
す
旨
の
決
定
の
告
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
そ
の

け
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
そ
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し

告
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

て
七
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
者
を
出
院
さ
せ

お
い
て
、
そ
の
者
を
出
院
さ
せ
る
べ
き
日
を
指
定
す
る
も
の
と

る
べ
き
日
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

（
第
五
種
少
年
院
在
院
者
の
退
院
の
申
出
）

第
百
三
十
六
条
の
二

少
年
院
の
長
は
、
第
五
種
少
年
院
在
院
者

（
新
設
）

に
つ
い
て
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
処
遇
の
段
階
が
最
高
段
階

に
達
し
、
退
院
を
許
す
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
対
し
、
退
院
を
許
す
べ
き
旨
の
申
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
二
十
歳
退
院
及
び
収
容
継
続
）

（
二
十
歳
退
院
及
び
収
容
継
続
）

第
百
三
十
七
条

少
年
院
の
長
は
、
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項

第
百
三
十
七
条

少
年
院
の
長
は
、
保
護
処
分
在
院
者
が
二
十
歳

第
三
号
の
保
護
処
分
（
更
生
保
護
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規

に
達
し
た
と
き
は
退
院
さ
せ
る
も
の
と
し
、
二
十
歳
に
達
し
た

定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。
）
の
執
行
を
受
け
る
た
め
少
年
院
に

日
の
翌
日
に
そ
の
者
を
出
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

収
容
さ
れ
て
い
る
保
護
処
分
在
院
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
と
き

し
、
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
係
る

は
退
院
さ
せ
る
も
の
と
し
、
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
そ

同
項
の
決
定
の
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い

の
者
を
出
院
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
年
法
第

な
い
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
に
限
り
、
そ
の

二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
係
る
同
項
の
決
定
の

収
容
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
に
限
り
、
そ
の
収
容
を
継
続
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
二
十
三
歳
ま
で
の
収
容
継
続
）

（
二
十
三
歳
ま
で
の
収
容
継
続
）

第
百
三
十
八
条

（
略
）

第
百
三
十
八
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
決
定
に
係
る
事

５

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
決
定
に
係
る
事

件
の
手
続
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
十
八
歳
に
満
た

件
の
手
続
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
少
年
の
保
護
処

な
い
少
年
の
保
護
処
分
に
係
る
事
件
の
手
続
の
例
に
よ
る
。

分
に
係
る
事
件
の
手
続
の
例
に
よ
る
。

（
保
護
処
分
在
院
者
の
出
院
）

（
保
護
処
分
在
院
者
の
出
院
）

第
百
四
十
条

保
護
処
分
在
院
者
の
出
院
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
百
四
十
条

保
護
処
分
在
院
者
の
出
院
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
で

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
で

き
る
限
り
速
や
か
に
行
う
。

き
る
限
り
速
や
か
に
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
百
三
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
少
年
院

二

第
百
三
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
少
年
院

に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
又
は
家
庭
裁
判
所
が
第
百

に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
又
は
家
庭
裁
判
所
が
第
百
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三
十
八
条
第
二
項
、
前
条
第
二
項
、
少
年
法
第
二
十
六
条
の

三
十
八
条
第
二
項
、
前
条
第
二
項
、
少
年
法
第
二
十
六
条
の

四
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

四
第
二
項
若
し
く
は
更
生
保
護
法
第
六
十
八
条
第
三
項
若
し

若
し
く
は
更
生
保
護
法
第
六
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七

く
は
第
七
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
少

定
め
た
少
年
院
に
収
容
す
る
期
間
の
満
了
に
よ
る
場
合

当

年
院
に
収
容
す
る
期
間
若
し
く
は
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る

該
期
間
の
末
日
の
翌
日
の
午
前
中

期
間
の
満
了
に
よ
る
場
合

当
該
期
間
の
末
日
の
翌
日
の
午

前
中

三

（
略
）

三

（
略
）

（
願
い
出
に
よ
る
滞
留
）

（
願
い
出
に
よ
る
滞
留
）

第
百
四
十
二
条

少
年
院
の
長
は
、
出
院
さ
せ
る
べ
き
在
院
者
が

第
百
四
十
二
条

少
年
院
の
長
は
、
出
院
さ
せ
る
べ
き
在
院
者
が

負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
重
態
で
あ
る
と
き
、
そ
の
他
そ
の
者
の

負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
重
態
で
あ
る
と
き
、
そ
の
他
そ
の
者
の

利
益
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
願

利
益
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
願

い
出
に
よ
り
、
そ
の
者
が
少
年
院
に
一
時
と
ど
ま
る
こ
と
を
許

い
出
に
よ
り
、
そ
の
者
が
少
年
院
に
一
時
と
ど
ま
る
こ
と
を
許

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
更
生
保

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
更
生
保

護
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
仮
退
院
を
許
す
旨
の
決
定
又

護
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
仮
退
院
を
許
す
旨
の
決
定
又

は
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
規

は
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
院
を
許
す
旨
の

定
に
よ
る
退
院
を
許
す
旨
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は

決
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
が
少

、
速
や
か
に
、
そ
の
者
が
少
年
院
に
一
時
と
ど
ま
る
こ
と
を
許

年
院
に
一
時
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
し
た
旨
を
そ
の
仮
退
院
又
は

し
た
旨
を
そ
の
仮
退
院
又
は
退
院
を
許
す
旨
の
決
定
を
し
た
地

退
院
を
許
す
旨
の
決
定
を
し
た
地
方
更
生
保
護
委
員
会
に
報
告

方
更
生
保
護
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
通
報
）

（
通
報
）

第
六
十
二
条

何
人
も
、
第
二
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
六
十
二
条

何
人
も
、
第
二
十
四
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と

す
る
と
思
料
す
る
外
国
人
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
通
報

思
料
す
る
外
国
人
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
通
報
す
る
こ

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

矯
正
施
設
の
長
は
、
第
一
項
の
外
国
人
が
刑
の
執
行
を
受
け

３

矯
正
施
設
の
長
は
、
第
一
項
の
外
国
人
が
刑
の
執
行
を
受
け

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
刑
期
の
満
了
、
刑
の
執
行
の
停
止
そ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
刑
期
の
満
了
、
刑
の
執
行
の
停
止
そ

の
他
の
事
由
（
仮
釈
放
を
除
く
。
）
に
よ
り
釈
放
さ
れ
る
と
き

の
他
の
事
由
（
仮
釈
放
を
除
く
。
）
に
よ
り
釈
放
さ
れ
る
と
き

、
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
六
十
四
条

、
又
は
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
売
春
防

第
一
項
第
二
号
（
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
た

止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
処
分

場
合
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
三
号
の

を
受
け
て
退
院
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け

処
分
を
受
け
て
出
院
す
る
と
き
（
仮
退
院
又
は
退
院
（
更
生
保

れ
ば
な
ら
な
い
。

護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
七
条
の
二
の

決
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る

場
合
を
除
く
。
）
、
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
処
分
を
受
け
て
退
院
す
る
と
き
は

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
方
更
生
保
護
委
員
会
は
、
第
一
項
の
外
国
人
が
刑
の
執
行

４

地
方
更
生
保
護
委
員
会
は
、
第
一
項
の
外
国
人
が
刑
の
執
行

を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号

を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号

若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
処

の
処
分
を
受
け
て
少
年
院
に
在
院
し
て
い
る
場
合
若
し
く
は
売

分
を
受
け
て
少
年
院
に
在
院
し
て
い
る
場
合
若
し
く
は
売
春
防

春
防
止
法
第
十
七
条
の
処
分
を
受
け
て
婦
人
補
導
院
に
在
院
し

止
法
第
十
七
条
の
処
分
を
受
け
て
婦
人
補
導
院
に
在
院
し
て
い

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
仮
釈
放
又
は

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
仮
釈
放
又
は
仮
退

仮
退
院
の
許
可
決
定
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
通
報

院
若
し
く
は
退
院
を
許
す
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
旨
を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
各
項
の
通
報
は
、
書
面
又
は
口
頭
を
も
つ
て
、
所
轄
の
入

５

前
四
項
の
通
報
は
、
書
面
又
は
口
頭
を
も
つ
て
、
所
轄
の
入

国
審
査
官
又
は
入
国
警
備
官
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

国
審
査
官
又
は
入
国
警
備
官
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。
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○

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
仮
退
院
中
の
保
護
観
察
）

（
仮
退
院
中
の
保
護
観
察
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
保
護
観
察
に
つ
い
て
は
、
更
生
保
護
法
第
三
条
、
第

２

前
項
の
保
護
観
察
に
つ
い
て
は
、
更
生
保
護
法
第
三
条
、
第

四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五

四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五

十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三

十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三

項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま

項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま

で
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
六
十
五
条
の

で
、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
六
十
五
条
の

二
か
ら
第
六
十
五
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

二
か
ら
第
六
十
五
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
保
護
観
察
対
象
者
」
と
あ

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
保
護
観
察
対
象
者
」
と
あ

り
、
及
び
「
少
年
院
仮
退
院
者
又
は
仮
釈
放
者
」
と
あ
る
の
は

り
、
及
び
「
少
年
院
仮
退
院
者
又
は
仮
釈
放
者
」
と
あ
る
の
は

「
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
」
と
、
同
法
第
五
十
条
第
一

「
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
」
と
、
同
法
第
五
十
条
第
一

項
第
三
号
中
「
第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て

項
第
三
号
中
「
第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
七

お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
」
と
あ
り
、
及
び

十
八
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
第
四
号
中
「
第
三

同
項
第
四
号
中
「
第
三
十
九
条
第
三
項
（
第
四
十
二
条
及
び
第

十
九
条
第
三
項
又
は
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

四
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

「
売
春
防
止
法
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三

六
十
八
条
の
七
第
一
項
（
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

十
九
条
第
三
項
」
と
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
次
条
に

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第

定
め
る
場
合
を
除
き
、
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
九
条
第
三
項
」

二
条
」
と
、
「
第
七
十
二
条
第
一
項
、
刑
法
第
二
十
六
条
の
二

と
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除

、
第
二
十
七
条
の
五
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
少
年
法

き
、
第
五
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
二
条
」
と
、
「
第

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二

七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
、
刑
法
第
二

十
七
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
少
年
院

十
六
条
の
二
、
第
二
十
七
条
の
五
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
並

か
ら
の
仮
退
院
又
は
仮
釈
放
」
と
あ
る
の
は
「
仮
退
院
」
と
、

び
に
少
年
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
第
一

同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
中
「
刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
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項
」
と
あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
七
条
第
一
項
」
と
、

長
」
と
あ
る
の
は
「
婦
人
補
導
院
の
長
」
と
、
「
第
三
十
九
条

同
法
第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
又
は
仮

第
一
項
の
決
定
に
よ
り
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た

釈
放
」
と
あ
る
の
は
「
仮
退
院
」
と
、
同
法
第
五
十
四
条
第
二

め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶

項
中
「
刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
婦

予
の
言
渡
し
を
受
け
て
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か

人
補
導
院
の
長
」
と
、
「
第
三
十
九
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り

っ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を

懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
（
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又

釈
放
す
る
と
き
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
て

は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
に
他
に
執
行
す

そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
の
執

べ
き
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を

行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と

っ
た
こ
と
（
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
保
護
観
察
付
一
部

こ
と
が
な
く
な
っ
た
時
に
他
に
執
行
す
べ
き
懲
役
又
は
禁
錮
の

猶
予
者
を
釈
放
す
る
と
き
、
又
は
第
四
十
一
条
の
決
定
に
よ
り

刑
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執

保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
。
次
条
第
二
項
に
お
い

」
と
あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
決
定
に

て
同
じ
。
）
に
よ
り
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
を
釈
放
す
る
と

よ
り
、
補
導
処
分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す

き
、
又
は
第
四
十
一
条
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定
若

る
と
き
」
と
、
同
法
第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
刑
事
施
設
の
長

し
く
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
に
よ
り
保
護
処
分
の
執
行
の
た

又
は
少
年
院
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
婦
人
補
導
院
の
長
」
と
、

め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
売
春

「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者

防
止
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
、
補
導
処
分
の
執

に
つ
い
て
第
三
十
九
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で

行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
を
釈
放
す
る
と
き
」
と
、
同
法
第

に
特
別
遵
守
事
項
（
そ
の
者
が
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
で
あ

五
十
五
条
第
二
項
中
「
刑
事
施
設
の
長
又
は
少
年
院
の
長
」
と

る
場
合
に
は
、
猶
予
期
間
中
の
保
護
観
察
に
お
け
る
特
別
遵
守

あ
る
の
は
「
婦
人
補
導
院
の
長
」
と
、
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮

事
項
を
含
む
。
）
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
保
護
観
察
付
一
部
猶

の
刑
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
第
三
十
九
条

予
者
に
つ
い
て
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部

第
一
項
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
（
そ

分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る

の
者
が
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
猶
予
期

こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守

間
中
の
保
護
観
察
に
お
け
る
特
別
遵
守
事
項
を
含
む
。
）
が
定

事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
収

め
ら
れ
た
と
き
、
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
に
つ
い
て
そ
の
刑

容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
第
四
十
一
条
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の

の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終

時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は

わ
り
、
若
し
く
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ

「
補
導
処
分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
売
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と
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と

春
防
止
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で

き
、
又
は
保
護
処
分
の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い

に
特
別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
」
と
、
同
法
第
六
十
三

て
第
四
十
一
条
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守
事

条
第
七
項
中
「
少
年
鑑
別
所
」
と
あ
る
の
は
「
婦
人
補
導
院
」

項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
、
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
二
の
決
定

と
、
同
条
第
八
項
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七

若
し
く
は
収
容
可
能
期
間
の
満
了
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特

十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
売
春

別
遵
守
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
補
導
処
分

防
止
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条

の
執
行
の
た
め
収
容
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
売
春
防
止
法
第

第
一
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る

二
十
五
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
る
釈
放
の
時
ま
で
に
特
別
遵
守

申
請
、
第
七
十
五
条
第
一
項
の
決
定
又
は
第
八
十
一
条
第
五
項

事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
」
と
、
同
法
第
六
十
三
条
第
七
項
中

の
規
定
に
よ
る
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
七

「
少
年
鑑
別
所
」
と
あ
る
の
は
「
婦
人
補
導
院
」
と
、
同
条
第

条
第
一
項
の
決
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

八
項
た
だ
し
書
中
「
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
三
条

第
一
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
又

は
第
八
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
七

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同

条
第
九
項
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
第
七
十
三

条
の
二
第
一
項
の
決
定
、
第
七
十
五
条
第
一
項
の
決
定
又
は
第

八
十
一
条
第
五
項
の
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二

十
七
条
第
一
項
の
決
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
仮
退
院
の
取
消
し
）

（
仮
退
院
の
取
消
し
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

更
生
保
護
法
第
三
条
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
仮
退
院

２

更
生
保
護
法
第
三
条
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
仮
退
院

の
取
消
し
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定

の
取
消
し
に
つ
い
て
、
同
法
第
七
十
三
条
（
第
三
項
を
除
く
。

は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規

）
の
規
定
は
仮
退
院
中
の
者
に
つ
い
て
前
項
の
申
出
が
あ
る
場

定
に
よ
る
留
置
に
つ
い
て
、
同
法
第
七
十
三
条
（
第
四
項
を
除

合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

く
。
）
の
規
定
は
仮
退
院
中
の
者
に
つ
い
て
前
項
の
申
出
が
あ

同
条
第
一
項
中
「
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る

る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

の
は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と

第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
、
「
同
条
の
規
定
に
よ
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あ
る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

る
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
決
定
」

す
る
第
六
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
、
「
同
条
の
規
定

と
、
「
少
年
鑑
別
所
」
と
あ
る
の
は
「
婦
人
補
導
院
」
と
、
同

に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
決

条
第
四
項
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ
る
の

定
」
と
、
「
少
年
鑑
別
所
」
と
あ
る
の
は
「
婦
人
補
導
院
」
と

は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
決
定
」
と
読
み
替
え

、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
と
あ

る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
売
春
防
止
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
決
定
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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○

少
年
の
保
護
事
件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六

十
八
号
）
に
定
め
る
少
年
の
保
護
事
件
（
以
下
「
保
護
事
件
」

十
八
号
）
第
二
章
に
定
め
る
少
年
の
保
護
事
件
（
以
下
「
保
護

と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
同
法
第
三
条
第
一
項
各

事
件
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
同
法
第
三
条
第

号
に
掲
げ
る
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
に
該
当
す
る
事
由
（
以
下

一
項
各
号
に
掲
げ
る
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
に
該
当
す
る
事
由

「
審
判
事
由
」
と
い
う
。
）
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
に
至
ら
な

（
以
下
「
審
判
事
由
」
と
い
う
。
）
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
に

か
っ
た
少
年
等
に
対
し
、
そ
の
身
体
の
自
由
の
拘
束
等
に
よ
る

至
ら
な
か
っ
た
少
年
等
に
対
し
、
そ
の
身
体
の
自
由
の
拘
束
等

補
償
を
行
う
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
補
償
を
行
う
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
補
償
の
要
件
）

（
補
償
の
要
件
）

第
二
条

少
年
法
に
規
定
す
る
保
護
事
件
を
終
結
さ
せ
る
い
ず
れ

第
二
条

少
年
法
第
二
章
に
規
定
す
る
保
護
事
件
を
終
結
さ
せ
る

か
の
決
定
に
お
い
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
審
判
事
由
の
存
在

い
ず
れ
か
の
決
定
に
お
い
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
審
判
事
由

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
全
部
又
は
一
部
の
審
判
事

の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
全
部
又
は
一
部
の

由
に
つ
き
審
判
を
開
始
せ
ず
又
は
保
護
処
分
に
付
さ
な
い
旨
の

審
判
事
由
に
つ
き
審
判
を
開
始
せ
ず
又
は
保
護
処
分
に
付
さ
な

判
断
が
さ
れ
、
そ
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

い
旨
の
判
断
が
さ
れ
、
そ
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て

決
定
を
受
け
た
者
が
当
該
全
部
又
は
一
部
の
審
判
事
由
に
関
し

、
そ
の
決
定
を
受
け
た
者
が
当
該
全
部
又
は
一
部
の
審
判
事
由

て
次
に
掲
げ
る
身
体
の
自
由
の
拘
束
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と

に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
身
体
の
自
由
の
拘
束
を
受
け
た
も
の
で

き
は
、
国
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

あ
る
と
き
は
、
国
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
こ
の
法
律
の
定
め
る

に
よ
り
、
当
該
身
体
の
自
由
の
拘
束
に
よ
る
補
償
を
す
る
も
の

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
身
体
の
自
由
の
拘
束
に
よ
る
補
償
を
す

と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

少
年
法
の
規
定
に
よ
る
同
行
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
第

一

少
年
法
の
規
定
に
よ
る
同
行
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
第

二
号
の
措
置
（
同
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
六

二
号
の
措
置
（
同
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
六

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
二
十

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
二
十

四
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号

四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
（
少
年
院
法
（
平
成
二
十
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（
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た

六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は

場
合
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
号
の
保
護
処
分
（
少
年
院

第
四
項
（
同
法
第
百
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
百
三
十
八
条
第

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定

二
項
若
し
く
は
第
四
項
（
同
法
第
百
三
十
九
条
第
三
項
に
お

に
よ
る
措
置
又
は
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
百
三
十
九
条

八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
又
は
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九

）
に
基
づ
く
身
体
の
自
由
の
拘
束
並
び
に
更
生
保
護
法
の
規

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七

定
に
よ
る
引
致
及
び
留
置

十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。
）
に
基

づ
く
身
体
の
自
由
の
拘
束
並
び
に
更
生
保
護
法
の
規
定
に
よ

る
引
致
及
び
留
置

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

国
際
受
刑
者
移
送
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
共
助
刑
の
期
間
）

（
共
助
刑
の
期
間
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

受
入
受
刑
者
が
十
八
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る

２

受
入
受
刑
者
が
二
十
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る

外
国
刑
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
）
の
言
渡
し

外
国
刑
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
）
の
言
渡
し

を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
三
十
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十

い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
三
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
年

年
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

（
刑
法
等
の
適
用
）

（
刑
法
等
の
適
用
）

第
二
十
一
条

共
助
刑
の
執
行
に
関
し
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項

第
二
十
一
条

共
助
刑
の
執
行
に
関
し
て
は
、
第
十
六
条
第
一
項

第
一
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た

第
一
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た

者
と
、
同
項
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
禁
錮
に

者
と
、
同
項
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
を
禁
錮
に

処
せ
ら
れ
た
者
と
、
同
項
第
一
号
の
共
助
刑
を
懲
役
と
、
同
項

処
せ
ら
れ
た
者
と
、
同
項
第
一
号
の
共
助
刑
を
懲
役
と
、
同
項

第
二
号
の
共
助
刑
を
禁
錮
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
刑
法
（
明

第
二
号
の
共
助
刑
を
禁
錮
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
刑
法
（
明

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条

ま
で
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四

ま
で
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四

条
、
第
四
百
八
十
条
か
ら
第
四
百
八
十
二
条
ま
で
、
第
四
百
八

条
、
第
四
百
八
十
条
か
ら
第
四
百
八
十
二
条
ま
で
、
第
四
百
八

十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
九
条
ま
で
、
第
五
百
二
条
か
ら
第
五

十
四
条
か
ら
第
四
百
八
十
九
条
ま
で
、
第
五
百
二
条
か
ら
第
五

百
四
条
ま
で
及
び
第
五
百
七
条
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

百
四
条
ま
で
及
び
第
五
百
七
条
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、

律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、

第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
七
条
第

第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
及
び
第
六
十
一
条
並
び
に
更
生
保

四
項
（
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る

護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
、
第
四
条
第

。
）
及
び
第
六
十
八
条
本
文
並
び
に
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九

二
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
二
十



- 52 -

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
十
一
条

三
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一

か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十

項
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、
第
四

条
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十

か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
第
一
項
、

二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び

、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で

第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
四
条
第

、
第
六
十
条
か
ら
第
六
十
五
条
の
四
ま
で
、
第
七
十
五
条
か
ら

二
項
、
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
、
第
六
十
条
か
ら

第
七
十
七
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条
か
ら
第
八
十

第
六
十
五
条
の
四
ま
で
、
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で

八
条
ま
で
並
び
に
第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定

、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で
並
び
に

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刑
法
第
二
十
八
条
中
「

第
九
十
一
条
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ

三
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
一
（
国
際
受
刑
者
移
送
法

の
場
合
に
お
い
て
、
刑
法
第
二
十
八
条
中
「
三
分
の
一
」
と
あ

第
二
条
第
七
号
の
裁
判
国
（
以
下
「
裁
判
国
」
と
い
う
。
）
に

る
の
は
「
三
分
の
一
（
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
七
号
の

お
い
て
同
法
第
二
条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
（
以
下
「
受

裁
判
国
（
以
下
「
裁
判
国
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
同
法
第
二

入
移
送
犯
罪
」
と
い
う
。
）
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い

条
第
十
一
号
の
受
入
移
送
犯
罪
（
以
下
「
受
入
移
送
犯
罪
」
と

渡
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
一
号
の
外
国
刑
（
以
下
「
外
国
刑
」

い
う
。
）
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
同
法
第

と
い
う
。
）
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を

二
条
第
一
号
の
外
国
刑
（
以
下
「
外
国
刑
」
と
い
う
。
）
の
執

含
む
。
）
」
と
、
「
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
（
裁
判
国
に

行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む
。
）
」
と
、

お
い
て
受
入
移
送
犯
罪
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡
さ

「
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
（
裁
判
国
に
お
い
て
受
入
移
送

れ
た
外
国
刑
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を

犯
罪
に
係
る
確
定
裁
判
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
外
国
刑
の
執

含
む
。
）
」
と
、
同
法
第
三
十
二
条
中
「
刑
の
言
渡
し
が
確
定

行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数
を
含
む
。
）
」
と
、

し
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
三
条
の
命

同
法
第
三
十
二
条
中
「
刑
の
言
渡
し
が
確
定
し
た
後
」
と
あ
る

令
に
よ
り
裁
判
国
か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
後
」
と
、
刑
事
訴
訟

の
は
「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
十
三
条
の
命
令
に
よ
り
裁
判
国

法
第
四
百
七
十
四
条
中
「
二
以
上
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受

か
ら
引
渡
し
を
受
け
た
後
」
と
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
七
十
四

刑
者
移
送
法
第
二
条
第
二
号
の
共
助
刑
（
以
下
「
共
助
刑
」
と

条
中
「
二
以
上
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二

い
う
。
）
と
」
と
、
「
そ
の
重
い
も
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
重

条
第
二
号
の
共
助
刑
（
以
下
「
共
助
刑
」
と
い
う
。
）
と
」
と

い
刑
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
」
と
、
「
他
の
刑
」
と
あ
る
の

、
「
そ
の
重
い
も
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
重
い
刑
」
と
あ
る
の

は
「
主
刑
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
条
及
び
第
四
百
八
十
二
条

は
「
共
助
刑
」
と
、
「
他
の
刑
」
と
あ
る
の
は
「
主
刑
」
と
、

中
「
刑
の
言
渡
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
」
と
あ
る

同
法
第
四
百
八
十
条
及
び
第
四
百
八
十
二
条
中
「
刑
の
言
渡
を

の
は
「
東
京
地
方
検
察
庁
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
七
条
中
「
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し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
」
と
あ
る
の
は
「
東
京
地
方

刑
名
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
の
種
類
」
と
、
同
法
第
五
百
二

検
察
庁
」
と
、
同
法
第
四
百
八
十
七
条
中
「
刑
名
」
と
あ
る
の

条
中
「
裁
判
の
執
行
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
の

は
「
共
助
刑
の
種
類
」
と
、
同
法
第
五
百
二
条
中
「
裁
判
の
執

執
行
を
受
け
る
者
」
と
、
「
言
渡
を
し
た
裁
判
所
」
と
あ
る
の

行
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者

は
「
東
京
地
方
裁
判
所
」
と
、
少
年
法
第
二
十
七
条
第
一
項
中

」
と
、
「
言
渡
を
し
た
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
東
京
地
方
裁

「
保
護
処
分
の
継
続
中
、
本
人
に
対
し
て
有
罪
判
決
が
確
定
し

判
所
」
と
、
少
年
法
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
保
護
処
分
の
継

た
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
五
十
七
条
中
「
保
護
処
分
の
継
続

続
中
、
本
人
に
対
し
て
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
」
と
あ
り
、
及

中
、
懲
役
、
禁
錮
又
は
拘
留
の
刑
が
確
定
し
た
」
と
あ
る
の
は

び
同
法
第
五
十
七
条
中
「
保
護
処
分
の
継
続
中
、
懲
役
、
禁
錮

「
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
条
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受

又
は
拘
留
の
刑
が
確
定
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
受
刑
者
移

け
る
者
が
保
護
処
分
の
継
続
中
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
他
こ
れ

送
法
第
二
条
第
二
号
の
共
助
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
が
保
護
処

ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で

分
の
継
続
中
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
他
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

定
め
る
。

に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
仮
釈
放
の
特
則
）

（
仮
釈
放
の
特
則
）

第
二
十
二
条

十
八
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る
外
国

第
二
十
二
条

二
十
歳
に
満
た
な
い
と
き
に
共
助
刑
に
係
る
外
国

刑
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
）
の
言
渡
し
を
受

刑
（
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
）
の
言
渡
し
を
受

け
た
受
入
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
（
裁
判
国
に
お
い

け
た
受
入
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
（
裁
判
国
に
お
い

て
当
該
外
国
刑
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数

て
当
該
外
国
刑
の
執
行
と
し
て
の
拘
禁
を
し
た
と
さ
れ
る
日
数

を
含
む
。
）
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

を
含
む
。
）
を
経
過
し
た
後
、
仮
釈
放
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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○

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
二
百
八
十
六
条

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
施
設

第
二
百
八
十
六
条

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
置
施
設

に
留
置
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
留
置
施
設
を
刑
事
施
設
と
、

に
留
置
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
留
置
施
設
を
刑
事
施
設
と
、

留
置
業
務
管
理
者
を
刑
事
施
設
の
長
と
、
留
置
担
当
官
を
刑
事

留
置
業
務
管
理
者
を
刑
事
施
設
の
長
と
、
留
置
担
当
官
を
刑
事

施
設
職
員
と
み
な
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
六
十
四
条
第
一
項
、

施
設
職
員
と
み
な
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
六
十
四
条
第
一
項
、

第
六
十
五
条
第
三
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
二

第
六
十
五
条
第
三
項
、
第
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
二

項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
後
段
、
第
九
十
八
条
第
一
項
及

項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
後
段
、
第
九
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
二
百
八
十
六
条
の
二
、
第
三
百
六
十
六
条
、
第

び
第
二
項
、
第
二
百
八
十
六
条
の
二
、
第
三
百
六
十
六
条
、
第

三
百
六
十
七
条
並
び
に
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
、
更
生
保
護

三
百
六
十
七
条
並
び
に
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
、
更
生
保
護

法
第
十
三
条
（
同
法
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第

法
第
十
三
条
（
同
法
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第

三
十
六
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

三
十
六
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
三
条
第
十
項
、
第
七
十
三
条

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
三
条
第
十
項
及
び
第
七
十
三

第
五
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
三
項
及
び
第
七
十
六
条
第
四
項

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
第
三
項

条
第
三
項
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
六

、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項

条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
四
十
五
条
に

（
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
九
条
第
五
項

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
四
項

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
第
四
項
、
第
四
十

、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項

四
条
、
第
五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
八
十

、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十

二
条
、
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
十
条
第
二
項

条
第
二
項
並
び
に
第
九
十
三
条
並
び
に
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八

並
び
に
第
九
十
三
条
並
び
に
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第

年
法
律
第
百
九
号
）
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

百
九
号
）
第
百
二
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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○

重
大
な
犯
罪
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
上
で
の
協
力
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の

実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
照
会
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）

（
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
照
会
を
受
け
た
場
合
の
措
置
）

第
三
条

警
察
庁
長
官
は
、
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
、
合
衆
国
使

第
三
条

警
察
庁
長
官
は
、
合
衆
国
連
絡
部
局
か
ら
、
合
衆
国
使

用
電
子
計
算
機
（
合
衆
国
連
絡
部
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

用
電
子
計
算
機
（
合
衆
国
連
絡
部
局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
電
気
通
信

機
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
照
合
用
電
子
計
算
機
に
特
定
の
者
が
識
別
さ
れ

回
線
を
通
じ
て
照
合
用
電
子
計
算
機
に
特
定
の
者
が
識
別
さ
れ

て
い
る
旨
の
情
報
と
共
に
そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
を
送
信
す

て
い
る
旨
の
情
報
と
共
に
そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
を
送
信
す

る
方
法
に
よ
っ
て
、
協
定
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
紋
情
報
に

る
方
法
に
よ
っ
て
、
協
定
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
紋
情
報
に

関
す
る
照
会
を
受
け
た
と
き
は
、
照
合
用
電
子
計
算
機
よ
り
電

関
す
る
照
会
を
受
け
た
と
き
は
、
照
合
用
電
子
計
算
機
よ
り
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
合
衆
国
使
用
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
合
衆
国
使
用
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る

方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
が
照
合
用
電
子
計

方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
係
る
指
紋
情
報
が
照
合
用
電
子
計

算
機
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
者
が
次
の
各
号
の
い

算
機
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
者
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
か
否
か
を
回
答
す
る
も
の
と
す

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
か
否
か
を
回
答
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

刑
事
上
の
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
受
け
た
こ
と
の
あ

二

刑
事
上
の
手
続
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
受
け
た
こ
と
の
あ

る
二
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
身
体
の
拘
束
を
受
け

る
成
人
（
満
二
十
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

る
こ
と
と
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
身
体
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
と
な

る
も
の

っ
た
事
件
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

公
訴
の
提
起
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
の
い
ず
れ

ハ

公
訴
の
提
起
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
の
い
ず
れ

を
も
受
け
て
い
な
い
者
（
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
四
十
六
条

を
も
受
け
て
い
な
い
者
（
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
四
十
六
条

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
件
が
検
察
官
に
送
致
さ

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
件
が
検
察
官
に
送
致
さ

れ
な
か
っ
た
者
及
び
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

れ
な
か
っ
た
者
及
び
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
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六
十
八
号
）
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
三

六
十
八
号
）
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
三

条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
十
四
条
第
一

条
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
決
定
を
受
け
た
者

項
の
決
定
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

三

逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
所
在
が
不
明
で
あ

三

逮
捕
状
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
所
在
が
不
明
で
あ

る
二
十
歳
以
上
の
者
の
う
ち
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
成
人
の
う
ち
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

る
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
家
庭
裁
判
所
等
の
求
め
に
よ
る
鑑
別
等
）

（
家
庭
裁
判
所
等
の
求
め
に
よ
る
鑑
別
等
）

第
十
七
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
家
庭
裁
判
所
、
地
方
更
生
保

第
十
七
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
家
庭
裁
判
所
、
地
方
更
生
保

護
委
員
会
、
保
護
観
察
所
の
長
、
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
、

護
委
員
会
、
保
護
観
察
所
の
長
、
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
、

児
童
養
護
施
設
の
長
、
少
年
院
の
長
又
は
刑
事
施
設
の
長
か
ら

児
童
養
護
施
設
の
長
、
少
年
院
の
長
又
は
刑
事
施
設
の
長
か
ら

、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
鑑
別
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ

、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
鑑
別
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

保
護
処
分
（
少
年
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
更
生
保
護
法

一

保
護
処
分
（
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八

（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
並

号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
並
び
に
少
年
院
法
第
百
三
十
八
条

び
に
少
年
院
法
第
百
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
九
条

第
二
項
及
び
第
百
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
少
年
法
第
十
八
条
第

。
）
又
は
少
年
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に

二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
係
る
事
件
の
調
査
又
は
審
判
を

係
る
事
件
の
調
査
又
は
審
判
を
受
け
る
者

受
け
る
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
少
年
院
の
指
定
等
）

（
少
年
院
の
指
定
等
）

第
十
八
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
そ
の
職
員
が
家
庭
裁
判
所
か

第
十
八
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
そ
の
職
員
が
家
庭
裁
判
所
か

ら
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
係
る
同

ら
少
年
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に
係
る
同

項
の
決
定
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
に

項
の
決
定
又
は
更
生
保
護
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
決
定
の
執

係
る
同
項
の
決
定
、
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
若
し
く

行
の
指
揮
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い

は
更
生
保
護
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
決
定
の
執
行
の
指
揮
を

て
鑑
別
を
行
い
、
少
年
院
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
各
少

受
け
た
と
き
、
又
は
地
方
更
生
保
護
委
員
会
か
ら
同
法
第
七
十

年
院
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
矯
正
教
育
課
程
（
同
法
第
三
十
条

三
条
の
二
第
一
項
の
決
定
の
執
行
の
嘱
託
を
受
け
た
と
き
は
、

に
規
定
す
る
矯
正
教
育
課
程
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
情
を
考

そ
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
鑑
別
を
行
い
、
少
年
院
法
第

慮
し
て
、
そ
の
者
を
収
容
す
べ
き
少
年
院
を
指
定
す
る
も
の
と
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三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
各
少
年
院
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
矯

す
る
。

正
教
育
課
程
（
同
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
矯
正
教
育
課
程
を

い
う
。
）
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
者
を
収
容
す
べ

き
少
年
院
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
身
体
の
検
査
等
）

（
身
体
の
検
査
等
）

第
七
十
四
条

（
略
）

第
七
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
職
員
は
、
少
年
鑑
別
所
の
規
律
及
び
秩
序
を
維
持
す
る

３

指
定
職
員
は
、
少
年
鑑
別
所
の
規
律
及
び
秩
序
を
維
持
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
少
年
鑑
別
所
内
に
お
い
て
、
在

た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
少
年
鑑
別
所
内
に
お
い
て
、
在

所
者
以
外
の
者
（
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
若
し
く
は
在
所
者
若

所
者
以
外
の
者
（
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
若
し
く
は
在
所
者
若

し
く
は
そ
の
保
護
者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直

し
く
は
そ
の
保
護
者
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る

系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ

弁
護
士
又
は
弁
護
人
等
（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
九

う
と
す
る
弁
護
士
又
は
弁
護
人
等
（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法

条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
い
う
。

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者

以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
着
衣
及
び
携
帯
品
を
検
査
し
、

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
の
着
衣
及
び
携
帯
品
を

並
び
に
そ
の
者
の
携
帯
品
を
取
り
上
げ
て
一
時
保
管
す
る
こ
と

検
査
し
、
並
び
に
そ
の
者
の
携
帯
品
を
取
り
上
げ
て
一
時
保
管

が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
面
会
の
立
会
い
等
）

（
面
会
の
立
会
い
等
）

第
八
十
一
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
そ
の
指
名
す
る
職
員
に
、

第
八
十
一
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
そ
の
指
名
す
る
職
員
に
、

被
観
護
在
所
者
の
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人
又
は
在
所
者
若

被
観
護
在
所
者
の
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人
又
は
在
所
者
若

し
く
は
そ
の
保
護
者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直

し
く
は
そ
の
保
護
者
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る

系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ

弁
護
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
弁
護
人
等
と
の
面
会
を

う
と
す
る
弁
護
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
弁
護
人
等
と

除
く
。
）
に
立
ち
会
わ
せ
、
又
は
そ
の
面
会
の
状
況
を
録
音
さ

の
面
会
を
除
く
。
）
に
立
ち
会
わ
せ
、
又
は
そ
の
面
会
の
状
況

せ
、
若
し
く
は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
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を
録
音
さ
せ
、
若
し
く
は
録
画
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

、
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

立
会
い
並
び
に
録
音
及
び
録
画
（
次
項
に
お
い
て
「
立
会
い
等

は
、
そ
の
立
会
い
並
び
に
録
音
及
び
録
画
（
次
項
に
お
い
て
「

」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

立
会
い
等
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
被
観
護
在
所
者
の
退
所
）

（
被
観
護
在
所
者
の
退
所
）

第
百
二
十
四
条

被
観
護
在
所
者
の
退
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由

第
百
二
十
四
条

被
観
護
在
所
者
の
退
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由

が
生
じ
た
後
直
ち
に
行
う
。

が
生
じ
た
後
直
ち
に
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

少
年
法
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条

二

少
年
法
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二

第
一
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
六
条
第
一

十
四
条
第
一
項
の
決
定
又
は
更
生
保
護
法
第
七
十
一
条
の
申

項
の
決
定
又
は
更
生
保
護
法
第
七
十
一
条
の
申
請
に
対
す
る

請
に
対
す
る
決
定
に
よ
り
観
護
の
措
置
が
効
力
を
失
っ
た
こ

決
定
に
よ
り
観
護
の
措
置
が
効
力
を
失
っ
た
こ
と
（
当
該
決

と
（
当
該
決
定
が
審
判
期
日
に
お
い
て
告
知
さ
れ
た
場
合
に

定
が
審
判
期
日
に
お
い
て
告
知
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
。

限
る
。
）
。

三

（
略
）

三

（
略
）
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○

公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
選
挙
犯
罪
等
に
つ
い
て
の
少
年
法
の
特
例
）

（
削
る
）

第
五
条

家
庭
裁
判
所
は
、
当
分
の
間
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
が
犯
し
た
公

職
選
挙
法
第
二
百
四
十
七
条
の
罪
又
は
同
法
第
二
百
五
十
一
条

の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
年
齢
満

十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
も
の
が
犯
し
た
同
項
に
規
定
す

る
罪
、
同
法
第
二
百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
組
織
的
選
挙
運

動
管
理
者
等
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二

十
年
未
満
の
も
の
が
犯
し
た
同
項
に
規
定
す
る
罪
若
し
く
は
同

法
第
二
百
五
十
一
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
認
め
る

者
で
あ
っ
て
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
も
の
が
犯

し
た
同
項
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
「
連
座
制
に
係
る
事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
罪

質
が
選
挙
の
公
正
の
確
保
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
る

場
合
に
は
、
少
年
法
第
二
十
条
第
一
項
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書

の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

連
座
制
に
係
る
事
件
に
関
す
る
少
年
法
第
二
十
三
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
条
」
と
あ
る

の
は
、
「
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。
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３

家
庭
裁
判
所
は
、
当
分
の
間
、
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十

年
未
満
の
者
が
犯
し
た
公
職
選
挙
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
（
第
一
項

前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
係
る
連
座
制
に
係
る
事
件
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
、
少
年
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
察

官
に
送
致
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
選
挙

の
公
正
の
確
保
等
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
で
あ
る
と
き
に
犯

し
た
罪
に
係
る
公
職
選
挙
法
及
び
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
少
年
法
第
六
十
条
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。

（
少
年
法
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
削
る
）

第
六
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
、
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ

り
新
公
職
選
挙
法
の
規
定
及
び
新
漁
業
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
選
挙
並
び
に
住
民
投
票
に
関
し
施
行
日
か
ら
公
示
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
が
し
た

選
挙
運
動
及
び
投
票
運
動
に
係
る
行
為
に
係
る
少
年
法
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
検
察
審
査
会
法
の
適
用
の
特
例
）

（
削
る
）

第
七
条

年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
に
つ
い
て
は

、
当
分
の
間
、
検
察
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四

十
七
号
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規

定
を
適
用
す
る
。
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２

検
察
審
査
会
事
務
局
長
は
、
当
分
の
間
、
検
察
審
査
会
法
第

十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
審
査
員
候
補
者
名
簿

を
調
製
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
通
知

を
し
た
年
の
次
年
の
一
月
一
日
の
時
点
に
お
け
る
年
齢
満
二
十

年
未
満
の
者
を
、
検
察
審
査
員
候
補
者
名
簿
か
ら
消
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

第
八
条
及
び
第
九
条

削
除

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
適
用
の
特

例
）

（
削
る
）

第
十
条

年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
に
つ
い
て
は

、
当
分
の
間
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
者
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

地
方
裁
判
所
は
、
当
分
の
間
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁

判
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
調
製
し
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
通
知
を
し
た
年
の
次
年
の
一

月
一
日
の
時
点
に
お
け
る
年
齢
満
二
十
年
未
満
の
者
を
、
裁
判

員
候
補
者
名
簿
か
ら
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
制
上
の
措
置
）

（
法
制
上
の
措
置
）

第
五
条

国
は
、
国
民
投
票
（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す

第
十
一
条

国
は
、
国
民
投
票
（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す

す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定

る
国
民
投
票
を
い
う
。
）
の
投
票
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
及
び

す
る
国
民
投
票
を
い
う
。
）
の
投
票
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
及

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
が
満
十
八
年
以
上
と
さ
れ
た
こ
と

び
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
が
満
十
八
年
以
上
と
さ
れ
た
こ
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を
踏
ま
え
、
選
挙
の
公
正
そ
の
他
の
観
点
に
お
け
る
年
齢
満
十

と
を
踏
ま
え
、
選
挙
の
公
正
そ
の
他
の
観
点
に
お
け
る
年
齢
満

八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
と
年
齢
満
二
十
年
以
上
の
者
と

十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
と
年
齢
満
二
十
年
以
上
の
者

の
均
衡
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八

と
の
均
衡
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第

十
九
号
）
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

八
十
九
号
）
、
少
年
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
検
討

そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制

を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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○

法
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
少
年
院
）

（
少
年
院
）

第
十
条

少
年
院
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
条

少
年
院
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十

一

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十

四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
（

四
条
第
一
項
第
三
号
の
保
護
処
分
の
執
行
を
受
け
る
者
、
同

同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
受
け
た
場

法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
懲

合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
号
の
保
護
処
分
の
執
行
を
受
け
る

役
又
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
そ
の
他
法
令
の
規
定

者
、
同
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お

に
よ
り
少
年
院
に
収
容
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
者
を
収
容
し

い
て
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
者
そ
の
他
法
令

、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
矯
正
教
育
そ
の
他
の
必
要
な
処
遇
を

の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
者
を

行
う
こ
と
。

収
容
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
矯
正
教
育
そ
の
他
の
必
要
な

処
遇
を
行
う
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



 

  

一 

 

少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
） 

政
府
及
び
最
高
裁
判
所
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

新
た
に
原
則
逆
送
の
対
象
と
な
る
罪
の
事
件
、
と
り
わ
け
強
盗
罪
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
犯
情
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
家
庭
裁
判
所
が
検
察
官
に
送
致
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
適
正
な
事
実
認
定
に
基
づ
き
、
犯
情
の
軽

重
を
十
分
に
考
慮
す
る
運
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
本
法
の
趣
旨
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 

二 

十
八
歳
及
び
十
九
歳
の
者
の
健
全
育
成
及
び
非
行
防
止
の
た
め
に
は
、
早
期
の
段
階
に
お
け
る
働
き
掛
け
が
有
効
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
少
年
非
行
対
策
及
び
福
祉
支
援
策
に
お
け
る
関
係
府
省
庁
の
連
携
・
協
議
の
枠
組
み
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
関
係
諸
機
関
、
団
体
等
と
有
機
的
に
連
携
し
つ
つ
、
適
切
な
保
護
、
支
援
を
行
う
た
め
の
施
策
の
一
層
の
推
進
を
図
る

こ
と
。 

三 

罪
を
犯
し
た
者
、
と
り
わ
け
十
八
歳
及
び
十
九
歳
な
ど
の
若
年
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
た
め
、
前
科
に
よ
る
資
格

制
限
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
対
象
業
務
の
性
質
や
実
情
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
府
省
庁
横
断
の
し
か
る
べ
き
場
を
設
け
る
な
ど

し
て
、
政
府
全
体
と
し
て
速
や
か
に
検
討
を
進
め
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
法
改
正
を
含
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 



 

  

二 

 

四 

特
定
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
の
事
件
広
報
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
掲
載
に
よ
り
当
該
情
報
が

半
永
久
的
に
閲
覧
可
能
と
な
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
、
い
わ
ゆ
る
推
知
報
道
の
禁
止
が
一
部
解
除
さ
れ
た
こ
と
が
、
特
定
少
年

の
健
全
育
成
及
び
更
生
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 

五 

少
年
事
件
に
関
す
る
事
件
広
報
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
・
遺
族
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
が
害
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 
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